
参　
　

考
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１　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
委
員

　
　
　
　
（
50
音
順
・
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
は
○
印　

平
成
21
年
１
月
現
在
）

〔
委
員
〕

○　

磯
辺　

康
子　
　
（
神
戸
新
聞
社
編
集
委
員
）

　
　

市
川　

禮
子　
　
（
社
会
福
祉
法
人 

き
ら
く
え
ん
理
事
長
）

　
　

梶
本　

日
出
夫　
（
神
戸
市
副
市
長
）

　
　

加
藤　

恵
正　
　
（
兵
庫
県
立
大
学
教
授
）

　
　

角
野　

幸
博　
　
（
関
西
学
院
大
学
教
授
）

　
　

河
野　

昌
弘　
　
（
西
宮
市
副
市
長
）

　
　

小
林　

郁
雄　
　
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人 

阪
神
大
震
災
復
興
市
民
ま
ち
づ
く
り
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
）

　
　

立
木　

茂
雄　
　
（
同
志
社
大
学
教
授
）

○　

地
主　

敏
樹　
　
（
神
戸
大
学
大
学
院
教
授
）

○　

野
崎　

隆
一　
　
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人 

神
戸
ま
ち
づ
く
り
研
究
所
理
事
兼
事
務
局
長
）

○　

牧　
　

紀
男　
　
（
京
都
大
学
防
災
研
究
所
准
教
授
）

　
　

松
原　

一
郎　
　
（
関
西
大
学
社
会
学
部
教
授
）

（
座
長
）室
﨑　

益
輝　
　
（
関
西
学
院
大
学
教
授
）

○　

善
積　

康
子　
　
（
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
㈱
主
任
研
究
員
）

〔
顧
問
〕

　
　

新
野　

幸
次
郎　
（
財
団
法
人 

神
戸
都
市
問
題
研
究
所
理
事
長
）

　
　

野
尻　

武
敏　
　
（
財
団
法
人 

ひ
ょ
う
ご
震
災
記
念
21
世
紀
研
究
機
構
顧
問
）

　
　

河
田　

惠
昭　
　
（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
記
念　

人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
長
）

震
災
の
教
訓
の
再
整
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

　
　

企
画
県
民
部
参
事
（
復
興
担
当
） 

小
畠　

寛

　
　

企
画
県
民
部
防
災
企
画
局
復
興
支
援
課

　
　
　

課
長 

足
達　

和
則

　
　
　

支
援
推
進
参
事 

坂
本　

誠
人

　
　
　

副
課
長 

亀
井　

浩
之

　
　
　

課
長
補
佐
兼
復
興
調
整
係
長 

埴
岡　

昭
平

　
　
　

復
興
調
整
係
主
査 

松
原　

寿
人

　
　
　
　
　

〃 

石
原　

康
範

　
　
　
　
　

〃 

西
島　

健
治

　
　
　
　
　

〃　
　

職
員 

末
政　

義
人
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２　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
等

　
　
　
　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
経
験
と
教
訓
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
入
手
で
き
る
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　

兵
庫
県　
　
　
　
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
創
造
的
復
興
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

復
旧
・
復
興
の
状
況
、
復
興
計
画
、
復
興
10
年
総
括
検
証
事
業
な
ど
を
掲
載
。
な
お
、
巻
末
資
料
の
年
表
に
掲
げ
て
い
る
個
別

事
業
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
資
料
編
と
し
て
作
成
し
、
平
成
21
年
度
以
降
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
予
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://w
eb.pref.hyogo.lg.jp/w

d33/w
d33_000000158.htm

l

　
　
　
　
　

神
戸
市　
　
　
　
「
震
災
資
料
室
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

震
災
以
降
の
神
戸
市
の
取
り
組
み
を
年
表
形
式
で
整
理
、
記
録
写
真
・
映
像
な
ど
も
公
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://w
w

w
.city.kobe.jp/cityoffi

ce/15/020/quake/

　
　
　
　
　

内
閣
府　
　
　
　
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
教
訓
情
報
資
料
集
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

内
閣
府
が
平
成
９
～
11
年
度
に
実
施
し
た
調
査
結
果
を
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
教
訓
情
報
資
料
集
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
し
て
公
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://w
w

w
.bousai.go.jp/1info/kyoukun/hanshin_aw

aji/index.htm
l

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
総
括
・
検
証
に
係
る
調
査
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

内
閣
府
が
実
施
し
た
調
査
。
震
災
時
の
取
り
組
み
内
容
、
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
取
り
組
み
内
容
等
を
国
・
県
・
市
な
ど
の

主
体
別
に
総
合
的
に
と
り
ま
と
め
、
調
査
シ
ー
ト
と
し
て
公
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://w
w

w
.bousai.go.jp/kensho-hanshinaw

aji/

　
　
　
　
　

総
務
省
消
防
庁　
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
関
す
る
デ
ー
タ
や
消
防
防
災
機
関
の
施
策
・
事
業
、
消
防
団
等
の
防
災
活
動
の
実
施
過
程
で
蓄
積
さ
れ

た
デ
ー
タ
を
幅
広
く
公
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://sinsai.fdm
a.go.jp/search/

　
　
　
　
　

神
戸
大
学　
　
　
「
震
災
文
庫
」

　
　
　
　
　

附
属
図
書
館　
　
　

震
災
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
資
料
・
文
献
、
公
刊
物
や
文
集
・
レ
ジ
ュ
メ
・
チ
ラ
シ
類
ま
で
公
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://w
w

w
.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/

　
　
　
　
　

人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー　
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
教
訓
集
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

震
災
か
ら
得
ら
れ
た
貴
重
な
教
訓
を
整
理
し
て
と
り
ま
と
め
、
４
カ
国
語
（
日
本
語
・
英
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
・
ロ
シ
ア
語
）
で
公
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

http://w
w

w
.dri.ne.jp/kensyu/instructive.htm

l
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巻
末
資
料

■
協
力
機
関
（
写
真
提
供
等
）

内
閣
府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

防
衛
省

警
察
庁

消
防
庁

新
潟
県

石
川
県

兵
庫
県
警
察
本
部

神
戸
市

輪
島
市

船
橋
市

日
本
放
送
協
会

日
本
赤
十
字
社

阪
神
・
淡
路
大
震
災
記
念　

人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー

ア
ジ
ア
防
災
セ
ン
タ
ー

兵
庫
県
立
舞
子
高
等
学
校

ひ
ょ
う
ご
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
プ
ラ
ザ

財
団
法
人　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
基
金

財
団
法
人　

ひ
ょ
う
ご
震
災
記
念
21
世
紀
研
究
機
構

社
団
法
人　

プ
レ
ハ
ブ
建
築
協
会

株
式
会
社
神
戸
新
聞
社

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

三
ツ
星
ベ
ル
ト
株
式
会
社

旧
居
留
地
連
絡
協
議
会

応
急
危
険
度
判
定
協
議
会
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末
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阪神・淡路大震災からの復興の道のり―ステージご	 との取り組みの整理表―（総括表）
区　分

Ⅰ　緊急・応急対応期
（直後から避難所期：平成７年１月～平成７年８月）

Ⅱ　復　旧　期
（仮設住宅期：平成７年９月～平成10年３月）

Ⅲ　復　興　前　期
（恒久住宅移行期：平成10年４月～平成12年３月）

Ⅳ　復　興　後　期
（本格復興期：平成12年４月～）

① 

被
災
者
を
取
り
巻
く
生
活
基
盤

住まい
・被災者は避難所に避難
　（ピーク時：１月 23日、1,153 カ所、316,678 人）
・応急仮設住宅を 48,300 戸整備、避難所を解消
・応急仮設住宅にふれあいセンターを設置
・避難所解消に向け公営住宅への一時入居を実施
・シルバーハウジングへＬＳＡ（生活援助員）を派遣
・被災直後に応急危険度判定を実施
・国庫補助事業で損壊家屋等を解体
・ひょうご住宅復興３カ年計画の策定

・災害復興公営住宅を 38,600 戸整備
・応急仮設住宅入居者調査を実施
・災害復興公営住宅を一元募集
・コレクティブハウジング等の建設
・住まい復興プログラムを策定
・がれきの処理を完了

・被災地最後の仮設住宅解消
・全仮設住宅撤去工事完了
・災害復興公営住宅で整備されているコミュニティプラザを一般
県営住宅にも設置
・災害復興グループハウス整備事業を支援

・被災者生活再建支援法が改正され居住安定支援制度を創設
・居住安定支援制度に対する県単独の補完制度の創設
・（財）兵庫県住宅再建共済基金の設立
・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）の創設
・フェニックス共済にマンション共用部分再建共済制度を新設
・被災者生活再建支援法が改正され使途を限定しない定額渡し切り方式
に見直し

インフ
ラ

・ライフラインの復旧
　電気（１月下旬）、電話・ＬＰガス（１月末）、
　ガス・水道（４月中旬）、下水道（４月下旬）
・鉄道の復旧
　神戸市営地下鉄（２月中旬）、ＪＲ在来線（４月）、ＪＲ新幹線
　（４月上旬）、阪神・阪急・山陽・神戸電鉄（６月）
・鉄道が復旧するまでの間は代替バスが運行

・緊急インフラ整備３カ年計画の策定
・阪神高速道路全線復旧
・神戸港の全面復旧
・ＪＲ東西線開業、ＪＲ福知山線複線化、ＪＲ播但線の電
化高速化等輸送力を強化
・山陽自動車道全線開通

・明石海峡大橋が開通 ・神戸市営地下鉄海岸線開通
・阪神高速道路北神戸線全線開通、神戸山手線一部（白川 JCT ～神戸
長田）開通
・JR加古川線の電化高速化
・神戸空港開港、ポートライナー延伸
・関西国際空港２期開港

②
くらし

・�義援金を募集し第１次配分（２月）と第２次配分（５月）を
実施
・緊急生活福祉資金（小口貸付）を開始
・災害弔慰金、災害見舞金の支給
・災害援護資金貸付の受付開始
・こころのケアセンターを開設
・�すべての県立学校（２月中旬）、小中学校（２月下旬）で授
業再開

・阪神・淡路大震災復興支援館の開館
・義援金の第３次配分（平成８年９月）を実施
・生活復興資金貸付を創設
・生活再建支援金、被災中高年恒久住宅自立支援金を創設
し恒久住宅への移行を支援
・民間賃貸住宅の家賃負担の軽減措置を実施
・いきいき仕事塾等生きがいづくり関係事業の実施
・生活復興支援プログラムの策定

・被災者生活再建支援法の制定
・被災者自立支援金を支給
・震災・学校支援チーム（EARTH）を創設
・生活復興のための地域活動推進事業の実施
・復興住宅コミュニティプラザ活動支援事業の実施
・生活復興プログラムを策定

・まちの保健室を開設
・ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）の設置
・復興公営住宅等高齢者元気アップ支援事業の実施
・「兵庫県こころのケアセンター」を開設
・高齢者自立支援ひろばの創設
・県立舞子高校に環境防災科を設置
・兵庫県立芸術文化センターを開設
・生活復興協働プログラムを策定

③
経済

・被災中小企業の復旧対策融資等の実施
・雇用調整助成金・失業給付の特例扱い
・中小企業総合相談所・総合労働相談所を開設
・仮設工場・仮設店舗が完成
・産業復興３カ年計画の策定

・（財）阪神・淡路産業復興推進機構（ＨＥＲＯ）の設置
・（財）新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）の設置
・神戸ルミナリエの開催
・県産業復興条例、神戸市神戸起業ゾーン条例の施行
・商店街・小売市場復興イベント開催支援事業の実施
・産業復興ベンチャーキャピタル制度の実施
・観光復興リレーイベントなど観光対策の実施

・被災地コミュニティ ･ビジネス離陸応援事業の開始
・被災商店街空き店舗等活用支援事業の実施
・市街地再開発商業施設等入居促進事業の実施
・小規模事業者事業再開支援事業等の実施

・See�阪神・淡路キャンペーンの実施
・ひょうご経済・雇用再活性化プログラムの策定
・産業集積条例の施行
・淡路花博の開催
・ひょうご経済 ･雇用再生加速プログラムを策定
・（財）阪神・淡路産業復興推進機構（HERO）が解散
・のじぎく兵庫国体の開催

④
まちづくり

・被災地に建築基準法に基づく建築制限実施
・被災市街地復興特別措置法施行
・復興都市計画の決定告示

・神戸東部新都心（ＨＡＴ神戸）、西宮マリナパークシティ、
南芦屋浜北部地区等でまちびらき
・景観ルネサンス・まちなみ保全事業の実施

・県まちづくり基本条例を制定
・県まちづくり支援事業を創設
・空き地の環境整備、バザール設置等に助成

・土地区画整理事業地区内の利用促進事業の実施
・被災地花いっぱいモデル事業、空き地の緑化を推進
・まちの再発見運動の実施
・まちのにぎわいづくり一括助成事業を創設

⑤
地域づくり活動

・全国から138万人のボランティアが被災地で活動
・災害復興ボランティア活動事業補助を創設
・被災者復興支援会議が発足

・生活復興県民ネットが発足
・特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の制定

・県民ボランタリー活動の促進に関する条例の施行
・被災者復興支援会議Ⅱが発足
・ＮＰＯと行政の生活復興会議が発足

・被災者復興支援会議Ⅲが発足
・ひょうごボランタリープラザの開設
・ＮＰＯと行政の協働会議に改組
・県民の参画と協働の推進に関する条例の施行

⑥
防災・減災

・災害救助法を10市10町に適用
・全国の消防、警察、自衛隊が救助活動等を展開
・救援物資の備蓄基地を４カ所に開設
・放送協定に基づきＮＨＫなどで生活情報を発信
・臨時災害ＦＭ局を開局

・知事直轄の危機管理専門職として防災監を設置
・災害救援専門ボランティア制度の創設
・県地域防災計画を全面修正
・フェニックス防災システムの運用開始

・西播磨広域防災拠点を整備
・野島断層保存館の開設

・兵庫県災害対策センターの開設
・但馬、丹波、淡路、阪神南に広域防災拠点を整備
・兵庫県広域防災センターを整備
・兵庫県災害医療センターの開設
・人と防災未来センターの開設
・阪神・淡路大震災 10周年のつどいの開催
・国連防災世界会議（兵庫・神戸会議）の開催
・実大三次元振動破壊実験施設（E- ディフェンス）の完成

⑦ 

復
興
体
制
・
復
興
計
画

国

・兵庫県南部地震緊急対策本部を設置
・地震対策担当大臣を任命
・現地対策本部を兵庫県公館内に設置
・阪神・淡路復興委員会、阪神・淡路復興対策本部を設置

・阪神・淡路復興委員会の廃止
・国と県・神戸市との協議会の設置

・阪神 ･淡路復興対策本部を解散
・阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議を設置

・阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議の開催

県

・兵庫県南部地震災害対策総合本部を設置
・阪神・淡路大震災復興本部を設置
・震災復興総合相談センターで被災者相談を一元化
・阪神・淡路震災復興計画（フェニックス計画）の策定に着手
・都市再生戦略策定懇話会が阪神・淡路震災復興戦略ビジョン
を提言
・（財）阪神・淡路大震災復興基金を設立

・（財）阪神・淡路大震災記念協会を設立
・阪神・淡路震災復興計画を策定
・�ひょうご住宅復興３カ年計画、産業復興３カ年計画、緊
急インフラ整備３カ年計画の策定（再掲）

・震災対策国際総合検証事業を実施 ・阪神・淡路大震災復興本部を廃止
・復興推進会議・復興フォローアップ委員会を設置
・（財）ひょうご震災記念 21世紀研究機構に改組
・後期５か年推進プログラム（平成12年）、最終３か年推進プログラム（平成
14年）、３か年推進方策（平成19年）を策定・実施
・復興 10年総括検証 ･提言事業を実施
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阪神・淡路大震災からの復興の道のり―ステージご	 との取り組みの整理表―（総括表）
区　分

Ⅰ　緊急・応急対応期
（直後から避難所期：平成７年１月～平成７年８月）

Ⅱ　復　旧　期
（仮設住宅期：平成７年９月～平成10年３月）

Ⅲ　復　興　前　期
（恒久住宅移行期：平成10年４月～平成12年３月）

Ⅳ　復　興　後　期
（本格復興期：平成12年４月～）

① 

被
災
者
を
取
り
巻
く
生
活
基
盤

住まい
・被災者は避難所に避難
　（ピーク時：１月 23日、1,153 カ所、316,678 人）
・応急仮設住宅を 48,300 戸整備、避難所を解消
・応急仮設住宅にふれあいセンターを設置
・避難所解消に向け公営住宅への一時入居を実施
・シルバーハウジングへＬＳＡ（生活援助員）を派遣
・被災直後に応急危険度判定を実施
・国庫補助事業で損壊家屋等を解体
・ひょうご住宅復興３カ年計画の策定

・災害復興公営住宅を 38,600 戸整備
・応急仮設住宅入居者調査を実施
・災害復興公営住宅を一元募集
・コレクティブハウジング等の建設
・住まい復興プログラムを策定
・がれきの処理を完了

・被災地最後の仮設住宅解消
・全仮設住宅撤去工事完了
・災害復興公営住宅で整備されているコミュニティプラザを一般
県営住宅にも設置
・災害復興グループハウス整備事業を支援

・被災者生活再建支援法が改正され居住安定支援制度を創設
・居住安定支援制度に対する県単独の補完制度の創設
・（財）兵庫県住宅再建共済基金の設立
・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）の創設
・フェニックス共済にマンション共用部分再建共済制度を新設
・被災者生活再建支援法が改正され使途を限定しない定額渡し切り方式
に見直し

インフ
ラ

・ライフラインの復旧
　電気（１月下旬）、電話・ＬＰガス（１月末）、
　ガス・水道（４月中旬）、下水道（４月下旬）
・鉄道の復旧
　神戸市営地下鉄（２月中旬）、ＪＲ在来線（４月）、ＪＲ新幹線
　（４月上旬）、阪神・阪急・山陽・神戸電鉄（６月）
・鉄道が復旧するまでの間は代替バスが運行

・緊急インフラ整備３カ年計画の策定
・阪神高速道路全線復旧
・神戸港の全面復旧
・ＪＲ東西線開業、ＪＲ福知山線複線化、ＪＲ播但線の電
化高速化等輸送力を強化
・山陽自動車道全線開通

・明石海峡大橋が開通 ・神戸市営地下鉄海岸線開通
・阪神高速道路北神戸線全線開通、神戸山手線一部（白川 JCT ～神戸
長田）開通
・JR加古川線の電化高速化
・神戸空港開港、ポートライナー延伸
・関西国際空港２期開港

②
くらし

・�義援金を募集し第１次配分（２月）と第２次配分（５月）を
実施
・緊急生活福祉資金（小口貸付）を開始
・災害弔慰金、災害見舞金の支給
・災害援護資金貸付の受付開始
・こころのケアセンターを開設
・�すべての県立学校（２月中旬）、小中学校（２月下旬）で授
業再開

・阪神・淡路大震災復興支援館の開館
・義援金の第３次配分（平成８年９月）を実施
・生活復興資金貸付を創設
・生活再建支援金、被災中高年恒久住宅自立支援金を創設
し恒久住宅への移行を支援
・民間賃貸住宅の家賃負担の軽減措置を実施
・いきいき仕事塾等生きがいづくり関係事業の実施
・生活復興支援プログラムの策定

・被災者生活再建支援法の制定
・被災者自立支援金を支給
・震災・学校支援チーム（EARTH）を創設
・生活復興のための地域活動推進事業の実施
・復興住宅コミュニティプラザ活動支援事業の実施
・生活復興プログラムを策定

・まちの保健室を開設
・ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）の設置
・復興公営住宅等高齢者元気アップ支援事業の実施
・「兵庫県こころのケアセンター」を開設
・高齢者自立支援ひろばの創設
・県立舞子高校に環境防災科を設置
・兵庫県立芸術文化センターを開設
・生活復興協働プログラムを策定

③
経済

・被災中小企業の復旧対策融資等の実施
・雇用調整助成金・失業給付の特例扱い
・中小企業総合相談所・総合労働相談所を開設
・仮設工場・仮設店舗が完成
・産業復興３カ年計画の策定

・（財）阪神・淡路産業復興推進機構（ＨＥＲＯ）の設置
・（財）新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）の設置
・神戸ルミナリエの開催
・県産業復興条例、神戸市神戸起業ゾーン条例の施行
・商店街・小売市場復興イベント開催支援事業の実施
・産業復興ベンチャーキャピタル制度の実施
・観光復興リレーイベントなど観光対策の実施

・被災地コミュニティ ･ビジネス離陸応援事業の開始
・被災商店街空き店舗等活用支援事業の実施
・市街地再開発商業施設等入居促進事業の実施
・小規模事業者事業再開支援事業等の実施

・See�阪神・淡路キャンペーンの実施
・ひょうご経済・雇用再活性化プログラムの策定
・産業集積条例の施行
・淡路花博の開催
・ひょうご経済 ･雇用再生加速プログラムを策定
・（財）阪神・淡路産業復興推進機構（HERO）が解散
・のじぎく兵庫国体の開催

④
まちづくり

・被災地に建築基準法に基づく建築制限実施
・被災市街地復興特別措置法施行
・復興都市計画の決定告示

・神戸東部新都心（ＨＡＴ神戸）、西宮マリナパークシティ、
南芦屋浜北部地区等でまちびらき
・景観ルネサンス・まちなみ保全事業の実施

・県まちづくり基本条例を制定
・県まちづくり支援事業を創設
・空き地の環境整備、バザール設置等に助成

・土地区画整理事業地区内の利用促進事業の実施
・被災地花いっぱいモデル事業、空き地の緑化を推進
・まちの再発見運動の実施
・まちのにぎわいづくり一括助成事業を創設

⑤
地域づくり活動

・全国から138万人のボランティアが被災地で活動
・災害復興ボランティア活動事業補助を創設
・被災者復興支援会議が発足

・生活復興県民ネットが発足
・特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の制定

・県民ボランタリー活動の促進に関する条例の施行
・被災者復興支援会議Ⅱが発足
・ＮＰＯと行政の生活復興会議が発足

・被災者復興支援会議Ⅲが発足
・ひょうごボランタリープラザの開設
・ＮＰＯと行政の協働会議に改組
・県民の参画と協働の推進に関する条例の施行

⑥
防災・減災

・災害救助法を10市10町に適用
・全国の消防、警察、自衛隊が救助活動等を展開
・救援物資の備蓄基地を４カ所に開設
・放送協定に基づきＮＨＫなどで生活情報を発信
・臨時災害ＦＭ局を開局

・知事直轄の危機管理専門職として防災監を設置
・災害救援専門ボランティア制度の創設
・県地域防災計画を全面修正
・フェニックス防災システムの運用開始

・西播磨広域防災拠点を整備
・野島断層保存館の開設

・兵庫県災害対策センターの開設
・但馬、丹波、淡路、阪神南に広域防災拠点を整備
・兵庫県広域防災センターを整備
・兵庫県災害医療センターの開設
・人と防災未来センターの開設
・阪神・淡路大震災 10周年のつどいの開催
・国連防災世界会議（兵庫・神戸会議）の開催
・実大三次元振動破壊実験施設（E- ディフェンス）の完成

⑦ 

復
興
体
制
・
復
興
計
画

国

・兵庫県南部地震緊急対策本部を設置
・地震対策担当大臣を任命
・現地対策本部を兵庫県公館内に設置
・阪神・淡路復興委員会、阪神・淡路復興対策本部を設置

・阪神・淡路復興委員会の廃止
・国と県・神戸市との協議会の設置

・阪神 ･淡路復興対策本部を解散
・阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議を設置

・阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議の開催

県

・兵庫県南部地震災害対策総合本部を設置
・阪神・淡路大震災復興本部を設置
・震災復興総合相談センターで被災者相談を一元化
・阪神・淡路震災復興計画（フェニックス計画）の策定に着手
・都市再生戦略策定懇話会が阪神・淡路震災復興戦略ビジョン
を提言
・（財）阪神・淡路大震災復興基金を設立

・（財）阪神・淡路大震災記念協会を設立
・阪神・淡路震災復興計画を策定
・�ひょうご住宅復興３カ年計画、産業復興３カ年計画、緊
急インフラ整備３カ年計画の策定（再掲）

・震災対策国際総合検証事業を実施 ・阪神・淡路大震災復興本部を廃止
・復興推進会議・復興フォローアップ委員会を設置
・（財）ひょうご震災記念 21世紀研究機構に改組
・後期５か年推進プログラム（平成12年）、最終３か年推進プログラム（平成
14年）、３か年推進方策（平成19年）を策定・実施
・復興 10年総括検証 ･提言事業を実施
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①　被災者を取り巻く生活基盤（住まい・インフラ）

住
ま
い

●県、災害救助法に基づく応急仮設住宅の建設を表明 ●県、「ひょうご住宅復興会議」を設置 成完てべすが戸003,84宅住設仮急応の県●成完戸000,03宅住設仮急応●
●県・被災市、第１次応急危険度判定開始 ●神戸市、災害救助法に基づく避難所を廃止 ●待機所の運営解消

●県、応急仮設住宅の工事着工 　（これにより避難所の代替施設となる待機所の運営へ移行）
●第２次応急危険度判定実施 復興基金、「被災マンション建替支援利子補給」の受付開始● ●県、災害復興公営住宅第１次一元募集開始
●避難者数がピークに達する(1,153ヵ所、316,678人） 復興基金、「被災者住宅再建支援事業補助」の受付開始● ●応急仮設住宅の入居世帯数ピーク（46,617世帯）
●公営住宅への一時入居開始 復興基金、二重ローン対策として「住宅債務償還特別対策」の受付開始●

●県、「被災者用公営住宅等斡旋支援センター」を開設 県、災害復興公営住宅第２次一元募集開始●
●近畿・中国・四国３ブロック各府県の公営住宅の斡旋受付窓口開設 ●シルバーハウジングへＬＳＡ（生活援助員）派遣を開始 県、災害復興公営住宅の第３次一元募集開始●

●県、「総合住宅相談所」開設 ●「兵庫県総合住宅相談所」として、「住宅復旧相談センター」、「分譲マンション復興  相談センター」を開設 県、災害復興公営住宅の第４次一元募集開始●
特るす関に等建再の物建有所分区災被「●）戸000,03数要必（定決を針方」るす供提を宅住設仮急応に員全者望希てしと則原「、県● 別措置法」の施行 ●ふれあいセンターの設置開始 ●国、仮設住宅の供与期間を特別基準の設定により

●県、地域型仮設住宅の発注開始 98年３月まで延長することを決定
●応急仮設住宅の入居開始（五色町） 神戸市、仮設住宅の一部解体を開始●

●神戸市、被災者用一時使用住宅の入居者募集を発表　  ●神戸市、応急仮設住宅入居開始 ●芦屋市、応急仮設住宅初の撤去作業開始
●神戸市、災害復興公営住宅（市営住宅）入居者募集を開始

●神戸市、「建築相談ボランティアセンター」を設置 ●神戸市、神戸市災害復興住宅特別融資を実施 ●神戸市、災  害救助法に基づく住宅の応 始開付受の」ンーロ興復宅住民県ごうょひ「、県●始開付受の理修急
県、｢公営住宅の家賃負担軽減策（最低家賃5,000円/月）」「公営住宅の建設増」等を発表●

県、「恒久住宅への移行のための総合プログラム」を策定●
県、｢民間賃貸住宅家賃負担軽減事業」の創設、及び「持ち家再建支援策」の拡充を決定●

復興基金、民間賃貸住宅家賃負担軽減事業の受付開始●
復興基金、「民間賃貸住宅家賃負担軽減事業」の一部要件緩和を発表●

●神戸市、「避難所個別面談調査」を実施
県、「応急仮設住宅入居者調査」（第１次）を実施● ●県、「応急仮設住宅入居者調査」（第３次）を実施

県、「応急仮設住宅入居者調査」（第２次）を実施● ●ひょうご復興コレクティブハウジングの整備開始
●損壊家屋等の解体が国庫補助事業として実施可能となる ●県、「ひょうご住宅マスタープラン」を策定

●県、「災害廃棄物の処理についての取扱方針」策定 復興基金、「高齢者特別融資（不動産活用型）利子補給」の受付開始●
●倒壊家屋等の処理受付、一部市町で開始 政府、住宅復興の総合プログラムを発表（住宅供給、家賃低減等）●●神戸市、自費による解体撤去  費用の清算受付開始

●県、「倒壊家屋等の解体・処理計画策定マニュアル」策定 ●神戸市、「すまい復興プラン」を発表
●神戸市、「神戸市災害廃棄物解体処理事業実施要領」策定 ●神戸市、｢住まいの再生推進委員会」を設置

県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を策定●
県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を改訂●

県、「住まい復興詳細プログラム」を策定●

●県、｢兵庫県災害廃棄物処理計画」策定
●神戸市、「災害廃棄物処理計画」策定

●神戸市、倒壊家屋の撤去で第三者契約方式の受付開始
●神戸市、焼失家屋の撤去について、区役所で受付開始

県、「ひょうご住宅５カ年計画」を策定●
県、「ひょうご宅地５カ年計画」を策定●

住宅・都市整備公団、被災者用住宅の貸与１年間延長を決定●
住宅・都市整備公団、単独で災害復興公営住宅の募集開始●

県、撤去後の仮設住宅の無償供与についての基準を公表●
　神戸市住宅供給公社、「住宅再建ヘルパー制度」を創設●

イ
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ラ

了完旧復急応の気●電 ●ＪＲ在来線全線開通 県、「緊急インフラ整備３カ年計画」を策定● ●国道２号線全線復旧
●鉄道事業者による代替バス運行開始 通開スパイバ手浜線号２道国●通開線全線幹新ＲＪ●

●電話、ＬＰガスが復旧完了 ●工業用水道復旧完了 ●下水道仮復旧完了 ●神戸大橋全面復旧
田三新（線山知福ＲＪ●了完旧復急応スガ●

●バス路線の新設、変更が始まる ●瓦礫搬送ルートの指定及び交通規制の実施 ～篠山口間）複線化
化電の線但播ＲＪ●了完旧復急応道水●

●阪神、阪急、山陽、神戸電鉄全線開通 高速化（姫路～寺前間
●「芦有ドライブウェイ」（芦屋－有馬間）
　復旧工事完了

国道43号線と名神高速道路の交通規制解除（被災地内の交通規制が全面解除）● ●ＪＲ東西線開業
｢ハーバーハイウェイ」が復旧し、全面開通● ●阪神高速道路神戸線全線開通

●神戸港復旧完了
山陽自動車道全線開通●

●災害復興公営住宅等全戸（38,600戸）着工済みとなる ●県、「兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）を創設
●仮設住宅全入居者退去

●被災地最後の旧待機所が解消 ●仮設住宅撤去工事完了 兵庫県住宅再建共済制度に「マンション共用部分再建共済制度」を新設●
●復興基金、｢高齢者住宅再建支援事業補助」受付開始 ●神戸市、仮設住宅を解消 ● 県、震災後に県外に移住した被災者の帰県を促進するため、
●県、仮設住宅の使用期限を98年9月まで再延長することを決定 県営住宅の入居募集に特別枠を設けることを発表 ●県、「兵庫県住宅再建共済制度条例｣が県議会で成立
●県、撤去した仮設住宅を中国、フィリピンなど7カ国に無償提供すると発表 正改部一の法援支建再活生者災被●立設を金基済共建再宅住県庫兵）財（●
●県、災害復興公営住宅の募集開始 ●「被災者生活再建支援法」の一部改正 　（使途を限定しない定額渡し切り
●県、「災害復興グループハウス整備事業」を実施 （居住安定支援制度の創設） 　方式に見直し）

●県住宅供給公社、99年2月から「いきいき県住推進員制度」を開始すると発表 ●居住安定支援制度に対する県単独の補完制度を開始
所開が）区庫兵市戸神（所在駐ンウタルナャキ署庫兵るなと所在駐型市都の初内県●表発を選当の宅住営公興復害災、県● ●公営住宅における新婚世帯、子育て世帯の優先入居の開始

●県、仮設住宅の入居期限を99年3月まで再延長すると発表 ● 県、「わが家の耐震改修促進事業」を開始
●神戸市、「恒久住宅移行プログラム」を策定

●県、被災市町、仮設住宅を99年度中に全戸撤去する方針を固める
●県、災害復興公営住宅の追加募集を発表
●県、災害復興公営住宅に設置するコミュニティプラザを
一般の県営住宅にも設置することを決定

消解全完が者居入宅住設仮の外地災被●了完を理処のきれが●

イ
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～川古加（線川古加ＲＪ●通開線全線戸神北路道速高神阪●通開線岸海鉄下地営市戸神●るれさ施実が式工起、港空戸神●通開橋大峡海石●明 関西国際空港２期開港●谷川間）の電化、高速化
●神戸港港島トンネル開通 内ノ戸崎神線幹手山●港開港空戸神●通開）田長戸神～TCJ川白（線手山戸神路道速高神阪●

成完区工伸延ーナイラトーポ●伸延路道料有北宮西●
●県道東灘芦屋線東灘芦屋大橋供用 ●新神戸トンネル有料道路Ⅱ期（神戸中央線南伸）

　（新神戸トンネル～国道２号）開通 阪神港誕生●
尼崎西宮芦屋港 多目的国際ターミナル供用開始●

●尼崎西宮芦屋港　尼崎閘門・高潮対策施設（尼ロック）完成

Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）
97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）１月 95年（平成７年）４月95年（平成７年）２月

05年（平成17年））年41成平（年02）年11成平（年99）年01成平（年98 00年（平成12年） 08年（平成20年）
Ⅳ　復興後期（本格復興期）

95年（平成７年）３月
Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）

06年（平成18年） 07年（平成19年）03年（平  成15年） 04年（平成16年）
Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

住
ま
い

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01年（平成13年）

被
災
者
を
取
り
巻
く
生
活
基
盤

被
災
者
を
取
り
巻
く
生
活
基
盤

●神戸市営地下鉄全線開通
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①　被災者を取り巻く生活基盤（住まい・インフラ）

住
ま
い

●県、災害救助法に基づく応急仮設住宅の建設を表明 ●県、「ひょうご住宅復興会議」を設置 成完てべすが戸003,84宅住設仮急応の県●成完戸000,03宅住設仮急応●
●県・被災市、第１次応急危険度判定開始 ●神戸市、災害救助法に基づく避難所を廃止 ●待機所の運営解消

●県、応急仮設住宅の工事着工 　（これにより避難所の代替施設となる待機所の運営へ移行）
●第２次応急危険度判定実施 復興基金、「被災マンション建替支援利子補給」の受付開始● ●県、災害復興公営住宅第１次一元募集開始
●避難者数がピークに達する(1,153ヵ所、316,678人） 復興基金、「被災者住宅再建支援事業補助」の受付開始● ●応急仮設住宅の入居世帯数ピーク（46,617世帯）
●公営住宅への一時入居開始 復興基金、二重ローン対策として「住宅債務償還特別対策」の受付開始●

●県、「被災者用公営住宅等斡旋支援センター」を開設 県、災害復興公営住宅第２次一元募集開始●
●近畿・中国・四国３ブロック各府県の公営住宅の斡旋受付窓口開設 ●シルバーハウジングへＬＳＡ（生活援助員）派遣を開始 県、災害復興公営住宅の第３次一元募集開始●

●県、「総合住宅相談所」開設 ●「兵庫県総合住宅相談所」として、「住宅復旧相談センター」、「分譲マンション復興  相談センター」を開設 県、災害復興公営住宅の第４次一元募集開始●
特るす関に等建再の物建有所分区災被「●）戸000,03数要必（定決を針方」るす供提を宅住設仮急応に員全者望希てしと則原「、県● 別措置法」の施行 ●ふれあいセンターの設置開始 ●国、仮設住宅の供与期間を特別基準の設定により

●県、地域型仮設住宅の発注開始 98年３月まで延長することを決定
●応急仮設住宅の入居開始（五色町） 神戸市、仮設住宅の一部解体を開始●

●神戸市、被災者用一時使用住宅の入居者募集を発表　  ●神戸市、応急仮設住宅入居開始 ●芦屋市、応急仮設住宅初の撤去作業開始
●神戸市、災害復興公営住宅（市営住宅）入居者募集を開始

●神戸市、「建築相談ボランティアセンター」を設置 ●神戸市、神戸市災害復興住宅特別融資を実施 ●神戸市、災  害救助法に基づく住宅の応 始開付受の」ンーロ興復宅住民県ごうょひ「、県●始開付受の理修急
県、｢公営住宅の家賃負担軽減策（最低家賃5,000円/月）」「公営住宅の建設増」等を発表●

県、「恒久住宅への移行のための総合プログラム」を策定●
県、｢民間賃貸住宅家賃負担軽減事業」の創設、及び「持ち家再建支援策」の拡充を決定●

復興基金、民間賃貸住宅家賃負担軽減事業の受付開始●
復興基金、「民間賃貸住宅家賃負担軽減事業」の一部要件緩和を発表●

●神戸市、「避難所個別面談調査」を実施
県、「応急仮設住宅入居者調査」（第１次）を実施● ●県、「応急仮設住宅入居者調査」（第３次）を実施

県、「応急仮設住宅入居者調査」（第２次）を実施● ●ひょうご復興コレクティブハウジングの整備開始
●損壊家屋等の解体が国庫補助事業として実施可能となる ●県、「ひょうご住宅マスタープラン」を策定

●県、「災害廃棄物の処理についての取扱方針」策定 復興基金、「高齢者特別融資（不動産活用型）利子補給」の受付開始●
●倒壊家屋等の処理受付、一部市町で開始 政府、住宅復興の総合プログラムを発表（住宅供給、家賃低減等）●●神戸市、自費による解体撤去  費用の清算受付開始

●県、「倒壊家屋等の解体・処理計画策定マニュアル」策定 ●神戸市、「すまい復興プラン」を発表
●神戸市、「神戸市災害廃棄物解体処理事業実施要領」策定 ●神戸市、｢住まいの再生推進委員会」を設置

県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を策定●
県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を改訂●

県、「住まい復興詳細プログラム」を策定●

●県、｢兵庫県災害廃棄物処理計画」策定
●神戸市、「災害廃棄物処理計画」策定

●神戸市、倒壊家屋の撤去で第三者契約方式の受付開始
●神戸市、焼失家屋の撤去について、区役所で受付開始

県、「ひょうご住宅５カ年計画」を策定●
県、「ひょうご宅地５カ年計画」を策定●

住宅・都市整備公団、被災者用住宅の貸与１年間延長を決定●
住宅・都市整備公団、単独で災害復興公営住宅の募集開始●

県、撤去後の仮設住宅の無償供与についての基準を公表●
　神戸市住宅供給公社、「住宅再建ヘルパー制度」を創設●
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了完旧復急応の気●電 ●ＪＲ在来線全線開通 県、「緊急インフラ整備３カ年計画」を策定● ●国道２号線全線復旧
●鉄道事業者による代替バス運行開始 通開スパイバ手浜線号２道国●通開線全線幹新ＲＪ●

●電話、ＬＰガスが復旧完了 ●工業用水道復旧完了 ●下水道仮復旧完了 ●神戸大橋全面復旧
田三新（線山知福ＲＪ●了完旧復急応スガ●

●バス路線の新設、変更が始まる ●瓦礫搬送ルートの指定及び交通規制の実施 ～篠山口間）複線化
化電の線但播ＲＪ●了完旧復急応道水●

●阪神、阪急、山陽、神戸電鉄全線開通 高速化（姫路～寺前間
●「芦有ドライブウェイ」（芦屋－有馬間）
　復旧工事完了

国道43号線と名神高速道路の交通規制解除（被災地内の交通規制が全面解除）● ●ＪＲ東西線開業
｢ハーバーハイウェイ」が復旧し、全面開通● ●阪神高速道路神戸線全線開通

●神戸港復旧完了
山陽自動車道全線開通●

●災害復興公営住宅等全戸（38,600戸）着工済みとなる ●県、「兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）を創設
●仮設住宅全入居者退去

●被災地最後の旧待機所が解消 ●仮設住宅撤去工事完了 兵庫県住宅再建共済制度に「マンション共用部分再建共済制度」を新設●
●復興基金、｢高齢者住宅再建支援事業補助」受付開始 ●神戸市、仮設住宅を解消 ● 県、震災後に県外に移住した被災者の帰県を促進するため、
●県、仮設住宅の使用期限を98年9月まで再延長することを決定 県営住宅の入居募集に特別枠を設けることを発表 ●県、「兵庫県住宅再建共済制度条例｣が県議会で成立
●県、撤去した仮設住宅を中国、フィリピンなど7カ国に無償提供すると発表 正改部一の法援支建再活生者災被●立設を金基済共建再宅住県庫兵）財（●
●県、災害復興公営住宅の募集開始 ●「被災者生活再建支援法」の一部改正 　（使途を限定しない定額渡し切り
●県、「災害復興グループハウス整備事業」を実施 （居住安定支援制度の創設） 　方式に見直し）

●県住宅供給公社、99年2月から「いきいき県住推進員制度」を開始すると発表 ●居住安定支援制度に対する県単独の補完制度を開始
所開が）区庫兵市戸神（所在駐ンウタルナャキ署庫兵るなと所在駐型市都の初内県●表発を選当の宅住営公興復害災、県● ●公営住宅における新婚世帯、子育て世帯の優先入居の開始

●県、仮設住宅の入居期限を99年3月まで再延長すると発表 ● 県、「わが家の耐震改修促進事業」を開始
●神戸市、「恒久住宅移行プログラム」を策定

●県、被災市町、仮設住宅を99年度中に全戸撤去する方針を固める
●県、災害復興公営住宅の追加募集を発表
●県、災害復興公営住宅に設置するコミュニティプラザを
一般の県営住宅にも設置することを決定

消解全完が者居入宅住設仮の外地災被●了完を理処のきれが●
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～川古加（線川古加ＲＪ●通開線全線戸神北路道速高神阪●通開線岸海鉄下地営市戸神●るれさ施実が式工起、港空戸神●通開橋大峡海石●明 関西国際空港２期開港●谷川間）の電化、高速化
●神戸港港島トンネル開通 内ノ戸崎神線幹手山●港開港空戸神●通開）田長戸神～TCJ川白（線手山戸神路道速高神阪●

成完区工伸延ーナイラトーポ●伸延路道料有北宮西●
●県道東灘芦屋線東灘芦屋大橋供用 ●新神戸トンネル有料道路Ⅱ期（神戸中央線南伸）

　（新神戸トンネル～国道２号）開通 阪神港誕生●
尼崎西宮芦屋港 多目的国際ターミナル供用開始●

●尼崎西宮芦屋港　尼崎閘門・高潮対策施設（尼ロック）完成

Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）
97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）１月 95年（平成７年）４月95年（平成７年）２月
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Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）
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●神戸市営地下鉄全線開通
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②　くらし

●救護所、避難所救護センターの設置 ●厚生省から、平成6年度の国民健康保険料について、減免措置
テススクッニェフ「●定決免減の等税産資定固、市戸神●知通の旨いなえ支し差もてじ講を　定決を設創度制付貸別特の金資祉福活生、県● ーション」を設置

、ていつに料険保康健民国、らか省生厚●示告の長延限期の税県、県● ●応急仮設住宅巡回相談の実施
を置措免減き続き引も分度年7成平始開付貸の」）付貸口小(金資祉福活生「、会議協祉福会社● ●県、「地域こころのケアセンター」を設置

●精神科救護所が設置 講じても差し支えない旨の通知 ●神戸市、「市民福祉復興プラン」を策定
●県警、「外国人相談コーナー」を開設 ●「阪神･淡路大震災復興支援館

●県、「被災者福祉なんでも相談」を実施 ●県、｢児童相談、こころの相談」を実施 　（フェニックスプラザ）」を開設
●県立女性センター、「こころの相談」を実施

のザラプィテニュミコ地災被、金基興復置設をータンセ談相合総興復災震、県●設開を」口窓談相別特民県人国外急緊「、会協流交際国県● 設置・運営支援を開始● ●県、「災害時地域医療マニュアル」を作成
●県立生活科学センター、「消費生活特別相談」を実施 復興基金、「民間防犯灯復旧費補助」の受付開始●

●シルバーハウジングへＬＳＡ（生活援助員）派遣開始 ●社会福祉協議会、「生活福祉資金（災害援護資金）」の貸付開始
●兵庫県南部地震災害義援金募集委員会を設置 社会福祉協議会、「生活福祉資金（転宅費）貸付金」受付開始●

●義援金の第１次配分を決定 ●被災市町で「災害弔慰金」の支給手続き開始 ●義援金の第２次配分を決定 ●義援金の第３次配分（生活支援金）を決定
●県、「災害弔慰金」の相談開始

●災害援護資金貸付金の受付開始（１次） 災害援護資金貸付金の受付開始（２次）●
●神戸市、罹災証明書発行と義援金交付申請開始 県、「被災者の生活支援対策」を発表●

「生活復興資金貸付」の受付開始●
「県外被災者用相談フリーダイヤル」開設●

県、県外被災者支援策「ふるさとひょうごカムバックプラン」、●
被災高齢者らに対する「生活再建支援金｣創設を発表

「生活再建支援金」の受付開始●
　 「生活再建支援金」の支給開始●

「被災中高年恒久住宅自立支援金」の受付開始●
クス「　」員教当担興復育教「、会員委育教県●開再校全校学中・小立市、市戸神●知通ていつに学入転の等徒生童児の域地災被、省部文● ールカウンセラー」の配置 県、「生活復興資金貸付」貸付要件を緩和●

●すべての県立学校で授業再開 県教育委員会、「防災教育検討委員会」を設置● 県、「生活復興資金貸付」の限度額を引き上げ●
復興基金、「文化財修理費助成事業補助」実施●

復興基金、「被災地芸術文化活動事業補助」の実施●

県、「福祉のまちづくり条例」の改正、施行●
県、「生活復興支援詳細プログラム」を発表●

「自然災害に対する国民的保障制度を求める国民会議」発足● 　
「自然災害に対する国民的保障制度を求める兵庫県民会議」発足●
神戸市、仮設住宅での孤独死を防止するため「緊急安否実態調査を実施●

被災した高齢者を対象とした「いきいき仕事塾」が開始●
●ふれあい交番相談員を配置

●県、「生活支援アドバイザー」制度を開始
●「生活復興県民ネット」が発足

県、健康アドバイザー事業を開始●
復興基金、生活復興相談員の配置●
県、「県・市町生活支援委員会」を設置●

　神戸市、被災失業者などを対象に市税の減免を発表●
こうべ市民福祉振興協会、「被災高齢者向け終身生活資金貸付制度」開始●

県・市町生活支援委員会、「支援者ノート」を発行、配布開始●
●県、「ひょうご手話通訳センター」を開設

●県、「生活復興支援プログラム～ホップ・ステップ・ジャンプ元気応援プログラム～」を策定 ●「兵庫県立聴覚障害者情報センター」を開設
施実を」査調ィテニュミコ地団宅住営公興復害災「、県●定策を」３ムラグロプ援支興復活生「、県●

●｢学校防災マニュアル」が作成され、各学校へ配布 ●県、「生活復興協働プログラム2000～住みつづけたいまちへ～」を策定
定策を」～てしか活を力がりとひ人一～1002ムラグロプ働協興復活生「、県●始開給支の」金援支立自宅住久恒年高中災被「●

●「被災者生活再建支援法」の制定 ●県､「生活復興協働プログラム20  02～ともに手をたずさえて～」を策定
●「被災者自立支援金」の受付開始 ●「兵庫県こころのケアセンター」を開設

●「被災者自立支援金」の支給開始 ●復興基金、「高齢者自立支援ひろば設置事業」を創設
●県、「生活復興資金貸付」を１年間延長、00年3月まで受け付けると発表 ●「兵庫県立美術館(芸術の館）」を開設

●被災者生活再建支援制度が開始 ●県、SCS(高齢世帯生活援助員)制度について、05年度以降も継続する考えを発表
●神戸市、税の減免、優遇措置などの延長、拡充措置 ●県教育委員会、「ヘリテージマネージャー（歴史文化遺産  活用推進員）の養成を開始

ーサり守見者齢高たし用活を等ーターメスガ、金基興復●工竣が」スウハーボンイレ「るめ進が会英育がなしあてしと設施援支の児遺災震● ビス普及促進事業の開始
●県、「こころのケア研究所」を設立 ●復興基金、「コミュニティサポート支援事業」を開始

設開を」室健保のちま「●定策の」ンラプ援支建再活生の戸神「、市戸神● ●県教育委員会、「阪神・淡路大震災に係る心のケア担当教員」を配置
●県、「ふるさとひょうごカムバックステイ応援事業」を開始 ●復興基金、県外被災者について「被災者自立支援金」の申請期限を05年3月まで延長す ると発表

●県、「ふるさとひょうごカムバックプラン２」を策定 ●復興基金、「ひょうごカムバックコール＆メール事業」を開始 ●「兵庫県立芸術文化センター」を開設

●県警、復興住宅交番相談員の設置
●「いきいきネットワーク」が発足 ●「いきいき仕事塾Ⅱ」が開始

●復興基金、ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）   を配置 ●県、「ひょうご家庭応援プログラム」を策定
●県、「動物愛護センター」を設置 ●「生活復興資金貸付」の受付終了 ●県、「SCS(高齢世帯生活援助員)」の配置や  「地域見守りネッ ●始開を」動運民県援応庭家ごうょひ「表発をどな援支のへ」クーワト

●県、「コミュニティづくり移動相談チーム」派遣事業を開始
●生活復興のための地域活動推進事業等の実施

●復興住宅コミュニティプラザ活動支援事業を開始●復興基金、「災害復興公営住宅高齢者元   気アップ活動支援事業」を開始
●県教育委員会、「震災・学校支援チーム(EARTH)」を創設 ●県立舞子高等学校に「環境防 災科」を設置

97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）３月
Ⅰ 緊急・応急対応期（直後から避難所期）
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95年（平成７年）１月 95年（平成７年）４月95年（平成７年）２月

98年（平成10年） 99年（平成11年)
Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）

08年（平成20年）
Ⅳ　復興後期（本格復興期）

00年（平成12年）  01年（平成13年） 05年（平成17年）  06年（平成18年） 07年（平成19年）02年（平成14年） 03年（平 成15年） 04年（平成16年）
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神戸市、「“こうべ”の市民福祉総合計画（後期実施計画）策定」● 　
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②　くらし

●救護所、避難所救護センターの設置 ●厚生省から、平成6年度の国民健康保険料について、減免措置
テススクッニェフ「●定決免減の等税産資定固、市戸神●知通の旨いなえ支し差もてじ講を　定決を設創度制付貸別特の金資祉福活生、県● ーション」を設置

、ていつに料険保康健民国、らか省生厚●示告の長延限期の税県、県● ●応急仮設住宅巡回相談の実施
を置措免減き続き引も分度年7成平始開付貸の」）付貸口小(金資祉福活生「、会議協祉福会社● ●県、「地域こころのケアセンター」を設置

●精神科救護所が設置 講じても差し支えない旨の通知 ●神戸市、「市民福祉復興プラン」を策定
●県警、「外国人相談コーナー」を開設 ●「阪神･淡路大震災復興支援館

●県、「被災者福祉なんでも相談」を実施 ●県、｢児童相談、こころの相談」を実施 　（フェニックスプラザ）」を開設
●県立女性センター、「こころの相談」を実施

のザラプィテニュミコ地災被、金基興復置設をータンセ談相合総興復災震、県●設開を」口窓談相別特民県人国外急緊「、会協流交際国県● 設置・運営支援を開始● ●県、「災害時地域医療マニュアル」を作成
●県立生活科学センター、「消費生活特別相談」を実施 復興基金、「民間防犯灯復旧費補助」の受付開始●

●シルバーハウジングへＬＳＡ（生活援助員）派遣開始 ●社会福祉協議会、「生活福祉資金（災害援護資金）」の貸付開始
●兵庫県南部地震災害義援金募集委員会を設置 社会福祉協議会、「生活福祉資金（転宅費）貸付金」受付開始●

●義援金の第１次配分を決定 ●被災市町で「災害弔慰金」の支給手続き開始 ●義援金の第２次配分を決定 ●義援金の第３次配分（生活支援金）を決定
●県、「災害弔慰金」の相談開始

●災害援護資金貸付金の受付開始（１次） 災害援護資金貸付金の受付開始（２次）●
●神戸市、罹災証明書発行と義援金交付申請開始 県、「被災者の生活支援対策」を発表●

「生活復興資金貸付」の受付開始●
「県外被災者用相談フリーダイヤル」開設●

県、県外被災者支援策「ふるさとひょうごカムバックプラン」、●
被災高齢者らに対する「生活再建支援金｣創設を発表

「生活再建支援金」の受付開始●
　 「生活再建支援金」の支給開始●

「被災中高年恒久住宅自立支援金」の受付開始●
クス「　」員教当担興復育教「、会員委育教県●開再校全校学中・小立市、市戸神●知通ていつに学入転の等徒生童児の域地災被、省部文● ールカウンセラー」の配置 県、「生活復興資金貸付」貸付要件を緩和●

●すべての県立学校で授業再開 県教育委員会、「防災教育検討委員会」を設置● 県、「生活復興資金貸付」の限度額を引き上げ●
復興基金、「文化財修理費助成事業補助」実施●

復興基金、「被災地芸術文化活動事業補助」の実施●

県、「福祉のまちづくり条例」の改正、施行●
県、「生活復興支援詳細プログラム」を発表●

「自然災害に対する国民的保障制度を求める国民会議」発足● 　
「自然災害に対する国民的保障制度を求める兵庫県民会議」発足●
神戸市、仮設住宅での孤独死を防止するため「緊急安否実態調査を実施●

被災した高齢者を対象とした「いきいき仕事塾」が開始●
●ふれあい交番相談員を配置

●県、「生活支援アドバイザー」制度を開始
●「生活復興県民ネット」が発足

県、健康アドバイザー事業を開始●
復興基金、生活復興相談員の配置●
県、「県・市町生活支援委員会」を設置●

　神戸市、被災失業者などを対象に市税の減免を発表●
こうべ市民福祉振興協会、「被災高齢者向け終身生活資金貸付制度」開始●

県・市町生活支援委員会、「支援者ノート」を発行、配布開始●
●県、「ひょうご手話通訳センター」を開設

●県、「生活復興支援プログラム～ホップ・ステップ・ジャンプ元気応援プログラム～」を策定 ●「兵庫県立聴覚障害者情報センター」を開設
施実を」査調ィテニュミコ地団宅住営公興復害災「、県●定策を」３ムラグロプ援支興復活生「、県●

●｢学校防災マニュアル」が作成され、各学校へ配布 ●県、「生活復興協働プログラム2000～住みつづけたいまちへ～」を策定
定策を」～てしか活を力がりとひ人一～1002ムラグロプ働協興復活生「、県●始開給支の」金援支立自宅住久恒年高中災被「●

●「被災者生活再建支援法」の制定 ●県､「生活復興協働プログラム20  02～ともに手をたずさえて～」を策定
●「被災者自立支援金」の受付開始 ●「兵庫県こころのケアセンター」を開設

●「被災者自立支援金」の支給開始 ●復興基金、「高齢者自立支援ひろば設置事業」を創設
●県、「生活復興資金貸付」を１年間延長、00年3月まで受け付けると発表 ●「兵庫県立美術館(芸術の館）」を開設

●被災者生活再建支援制度が開始 ●県、SCS(高齢世帯生活援助員)制度について、05年度以降も継続する考えを発表
●神戸市、税の減免、優遇措置などの延長、拡充措置 ●県教育委員会、「ヘリテージマネージャー（歴史文化遺産  活用推進員）の養成を開始

ーサり守見者齢高たし用活を等ーターメスガ、金基興復●工竣が」スウハーボンイレ「るめ進が会英育がなしあてしと設施援支の児遺災震● ビス普及促進事業の開始
●県、「こころのケア研究所」を設立 ●復興基金、「コミュニティサポート支援事業」を開始

設開を」室健保のちま「●定策の」ンラプ援支建再活生の戸神「、市戸神● ●県教育委員会、「阪神・淡路大震災に係る心のケア担当教員」を配置
●県、「ふるさとひょうごカムバックステイ応援事業」を開始 ●復興基金、県外被災者について「被災者自立支援金」の申請期限を05年3月まで延長す ると発表

●県、「ふるさとひょうごカムバックプラン２」を策定 ●復興基金、「ひょうごカムバックコール＆メール事業」を開始 ●「兵庫県立芸術文化センター」を開設

●県警、復興住宅交番相談員の設置
●「いきいきネットワーク」が発足 ●「いきいき仕事塾Ⅱ」が開始

●復興基金、ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）   を配置 ●県、「ひょうご家庭応援プログラム」を策定
●県、「動物愛護センター」を設置 ●「生活復興資金貸付」の受付終了 ●県、「SCS(高齢世帯生活援助員)」の配置や  「地域見守りネッ ●始開を」動運民県援応庭家ごうょひ「表発をどな援支のへ」クーワト

●県、「コミュニティづくり移動相談チーム」派遣事業を開始
●生活復興のための地域活動推進事業等の実施

●復興住宅コミュニティプラザ活動支援事業を開始●復興基金、「災害復興公営住宅高齢者元   気アップ活動支援事業」を開始
●県教育委員会、「震災・学校支援チーム(EARTH)」を創設 ●県立舞子高等学校に「環境防 災科」を設置

97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）３月
Ⅰ 緊急・応急対応期（直後から避難所期）

く
ら
し

95年（平成７年）１月 95年（平成７年）４月95年（平成７年）２月

98年（平成10年） 99年（平成11年)
Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）

08年（平成20年）
Ⅳ　復興後期（本格復興期）

00年（平成12年）  01年（平成13年） 05年（平成17年）  06年（平成18年） 07年（平成19年）02年（平成14年） 03年（平 成15年） 04年（平成16年）

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

く
ら
し

神戸市、「“こうべ”の市民福祉総合計画（後期実施計画）策定」● 　
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③　経済

し遣派に街店商各の内市戸神をムーチ援支興復るならか等所議会工商、町市、県●設開に区地路淡、崎尼、石明を所談相合総業企小中、国● ●始開を」業事進推興復業企造製模規小「、県施実を導指回巡、
）４第ーナンイ戸神、栄駒南、島藻刈（期１第場工設仮市戸神●始開付受、設創の」金資旧復害災急緊業企小中「● 完成 ●神戸市仮設工場第２期（興亜池公園、高塚台、神戸ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ）完成

パ「場市設仮たし約集をトッケーマーパースと舗店●の人証保無・保担無、し対に者業企小中のてべすたし災被● ラール」を建設
表発を」画計興復業産「が」議会興復業産｢●充拡でま円万000,1を額度限証保　

●県、「産業復興会議」を設置 復興基金、「地域産業活性化支援事業補助」を開始● ●県、「産業復興３か年計画」を策定
●国、政府系金融機関の「災害復旧資金」を創設 復興基金、「雇用維持奨励金」、「被災者雇用奨励金」の受付開始● ●「（財）阪神・淡路産業復興推進機構（ＨＥＲＯ）」を設立

●政府、商店街等の再建対策として、商店街振興組合等のアーケード等の再建に対する国庫補助  と災 害復旧高度化事業の拡充を発表 復興基金、「観光復興リレーイベント開催事業補助」の開始● 「（財）新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）」を設立●
●国、被災中小企業者に対する激甚指定並み融資を決定 ●神戸ルミナリエ開幕 ●復興基金、「商店街・
●国、政府系金融機関の｢災害復旧資金」の受付開始 小売市場復興イベント

●国､中小企業者に対する資金の融通、罹災者公営住宅建設事業 開催事業補助」を開始　●始開を業事ンーペンャキ興復光観
　に対する補助特例適用 神戸集客・観光推進協議会が「ときめき神戸観光キャンペーン」を実施●

●県、商工関係被害状況の把握を開始 ●千葉市で開催された「旅フェア'95」で被災
●商工関係の被害について、機械・装置等が約6,300億円(建築物約1兆7,700億円を除く）にのぼることが判明 始開を」資融金資定安活生者職離「、金基興復●ＲＰを致誘の客光観と興復光地域の観　

●県、商店街・小売市場の被害状況把握を開始 ●国、総合的な被災中小企業支援策を発表 ●神戸港復興推進協議会を設立
●県、「新産業創造キャピタル制度」受付開始

置設を所談相働労合総に等市戸神●用適例特の金成助整調用雇● ●「神戸経済復興円卓会議」を開催
●失業給付の特例支給 兵庫県勤労福祉協会、「被災地しごと開発事業」の就労希望者の募集開始を発表●

●労働保険料の納付期限延長 県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資金」の据置期間を１年延長すると発表●
●労働省、就職内定取り消し回避について経営者団体に要請 神戸市、「神戸経済本格復興プラン」を策定●

県、神戸市、「事業再開等支援事業」を開始●
●国と神戸商工会議所との連絡会議を設置

県、「新産業構造拠点地区の形成による産業復興の推進に関する条例（産業復興条例）」を施行●

神戸市、「神戸起業ゾーンの設定及び当該ゾーンにおける支援措置に関する条例（神戸起業ゾーン条例）」を施行●

●神戸市中央卸売市場東部市場の復旧工事が完了 ●県、「産業の集積による経　済及び雇用の活性化に関する条例（産業集積条例）」の施行
●神戸市復興支援工場が供用開始 ●「生きがいしごとサポ　ートセンター神戸」が神戸市長田区にオープン ●県、「ひょうご経済・雇用再生加速プログラム」を策定

●復興基金、「被災商店街空き店舗等活用支援事業」を開始
援支興復市戸神、市戸神●定策を」ムラグロプ化性活再用雇・済経ごうょひ「●始開を」助補業事援支開再業事者業事模規小「、金基興復● 工場の入居要件を被災企業以外にも

●県、「総合経済・雇用対策推進本部」を設置 　緩和し、「神戸市ものづくり復興工場」に改称
(「、県●表発とるす長延に年21らか年11も間期資融、に年5らか年4を間期置据済返の」金資旧復害災急緊業企小中「、市戸神、県● 財)阪神・淡路産業復興推進機構」を04年度末で解散する

●県、「緊急経済・雇用対策会議」を設置 　方針を発表
●復興基金、「被災地コミュニティ･ビジネス離陸応援事業」を開始 ●(財)阪神・淡路産業復興推進機構が解散

●県、連合兵庫、兵庫県経営者協会とともに「兵庫県雇用対策第三者会議」を設置 ●のじぎく兵庫国体の開催
●兵庫県雇用対策第三者会議、「雇用創出・安定プラン」を策定

●兵庫県雇用対策第三者会議、「兵庫型ワークシェアリングについての合意」を発表
●県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資金」の返済猶予期間、償還期間をそれぞれ１年間延長することを発表

●「淡路花博（ジャパンフローラ2000）」が開幕（～00年9月）
●復興基金、「復興市街地再開発商業施設等入居促進事業」を開始

復興基金、「被災市街地復興土地区画整理事業地区内土地利用促進事業」を開始●
●「神戸市復興支援工場」が完成

●「See阪神・淡路キャンペーン」を実施（～02年3月）
●くつのまちながた構想の核施設「シューズプラザ｣が開設

●県、「生きがいしごとサポートセンター」を県中央労働センターに開設
●県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資金」について、元本返済の据置 期間と返済期間を１年間延長することを決定

●神戸市、復興支援工場に大学の研究室や企業相談所な どを集めた「神戸リエゾン・ラボ」を開設
●県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資  金」の返済期間と元金返済の据置期間をさらに１年延長することを発表

●県、神戸  市、「中小企業緊急災害復旧資金」の返済の据置期間を１年延長することを発表
表発をとこるす長延年１を間期還償・置据の」金資旧復害災急緊業企小中「、市戸神、県●　

07年（平成19年）

経
済

Ⅱ 復旧期（仮設住宅期）
97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）１月

Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）
95年（平成７年）２月

06年（平成18年）

95年（平成７年）４月

99年（平成11年)
Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）

05年（平成17年）

95年（平成７年）３月

08年（平成20年）
Ⅳ　復興後期（本格復興期）

経
済

02年（平成14年） 03年（平成15年） 04年（平成16年）00年（平成12年） 01年（平成13年）98年（平成10年）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

●観光関係者 や旅行業者を対象に、誘客対策検討のための緊急セミナーを開催 ●「“観光ひょうご”復興キャンペーン推進協議会」

県、「被災地しごと開発事業」を開始●
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③　経済

し遣派に街店商各の内市戸神をムーチ援支興復るならか等所議会工商、町市、県●設開に区地路淡、崎尼、石明を所談相合総業企小中、国● ●始開を」業事進推興復業企造製模規小「、県施実を導指回巡、
）４第ーナンイ戸神、栄駒南、島藻刈（期１第場工設仮市戸神●始開付受、設創の」金資旧復害災急緊業企小中「● 完成 ●神戸市仮設工場第２期（興亜池公園、高塚台、神戸ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ）完成

パ「場市設仮たし約集をトッケーマーパースと舗店●の人証保無・保担無、し対に者業企小中のてべすたし災被● ラール」を建設
表発を」画計興復業産「が」議会興復業産｢●充拡でま円万000,1を額度限証保　

●県、「産業復興会議」を設置 復興基金、「地域産業活性化支援事業補助」を開始● ●県、「産業復興３か年計画」を策定
●国、政府系金融機関の「災害復旧資金」を創設 復興基金、「雇用維持奨励金」、「被災者雇用奨励金」の受付開始● ●「（財）阪神・淡路産業復興推進機構（ＨＥＲＯ）」を設立

●政府、商店街等の再建対策として、商店街振興組合等のアーケード等の再建に対する国庫補助  と災 害復旧高度化事業の拡充を発表 復興基金、「観光復興リレーイベント開催事業補助」の開始● 「（財）新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）」を設立●
●国、被災中小企業者に対する激甚指定並み融資を決定 ●神戸ルミナリエ開幕 ●復興基金、「商店街・
●国、政府系金融機関の｢災害復旧資金」の受付開始 小売市場復興イベント

●国､中小企業者に対する資金の融通、罹災者公営住宅建設事業 開催事業補助」を開始　●始開を業事ンーペンャキ興復光観
　に対する補助特例適用 神戸集客・観光推進協議会が「ときめき神戸観光キャンペーン」を実施●

●県、商工関係被害状況の把握を開始 ●千葉市で開催された「旅フェア'95」で被災
●商工関係の被害について、機械・装置等が約6,300億円(建築物約1兆7,700億円を除く）にのぼることが判明 始開を」資融金資定安活生者職離「、金基興復●ＲＰを致誘の客光観と興復光地域の観　

●県、商店街・小売市場の被害状況把握を開始 ●国、総合的な被災中小企業支援策を発表 ●神戸港復興推進協議会を設立
●県、「新産業創造キャピタル制度」受付開始

置設を所談相働労合総に等市戸神●用適例特の金成助整調用雇● ●「神戸経済復興円卓会議」を開催
●失業給付の特例支給 兵庫県勤労福祉協会、「被災地しごと開発事業」の就労希望者の募集開始を発表●

●労働保険料の納付期限延長 県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資金」の据置期間を１年延長すると発表●
●労働省、就職内定取り消し回避について経営者団体に要請 神戸市、「神戸経済本格復興プラン」を策定●

県、神戸市、「事業再開等支援事業」を開始●
●国と神戸商工会議所との連絡会議を設置

県、「新産業構造拠点地区の形成による産業復興の推進に関する条例（産業復興条例）」を施行●

神戸市、「神戸起業ゾーンの設定及び当該ゾーンにおける支援措置に関する条例（神戸起業ゾーン条例）」を施行●

●神戸市中央卸売市場東部市場の復旧工事が完了 ●県、「産業の集積による経　済及び雇用の活性化に関する条例（産業集積条例）」の施行
●神戸市復興支援工場が供用開始 ●「生きがいしごとサポ　ートセンター神戸」が神戸市長田区にオープン ●県、「ひょうご経済・雇用再生加速プログラム」を策定

●復興基金、「被災商店街空き店舗等活用支援事業」を開始
援支興復市戸神、市戸神●定策を」ムラグロプ化性活再用雇・済経ごうょひ「●始開を」助補業事援支開再業事者業事模規小「、金基興復● 工場の入居要件を被災企業以外にも

●県、「総合経済・雇用対策推進本部」を設置 　緩和し、「神戸市ものづくり復興工場」に改称
(「、県●表発とるす長延に年21らか年11も間期資融、に年5らか年4を間期置据済返の」金資旧復害災急緊業企小中「、市戸神、県● 財)阪神・淡路産業復興推進機構」を04年度末で解散する

●県、「緊急経済・雇用対策会議」を設置 　方針を発表
●復興基金、「被災地コミュニティ･ビジネス離陸応援事業」を開始 ●(財)阪神・淡路産業復興推進機構が解散

●県、連合兵庫、兵庫県経営者協会とともに「兵庫県雇用対策第三者会議」を設置 ●のじぎく兵庫国体の開催
●兵庫県雇用対策第三者会議、「雇用創出・安定プラン」を策定

●兵庫県雇用対策第三者会議、「兵庫型ワークシェアリングについての合意」を発表
●県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資金」の返済猶予期間、償還期間をそれぞれ１年間延長することを発表

●「淡路花博（ジャパンフローラ2000）」が開幕（～00年9月）
●復興基金、「復興市街地再開発商業施設等入居促進事業」を開始

復興基金、「被災市街地復興土地区画整理事業地区内土地利用促進事業」を開始●
●「神戸市復興支援工場」が完成

●「See阪神・淡路キャンペーン」を実施（～02年3月）
●くつのまちながた構想の核施設「シューズプラザ｣が開設

●県、「生きがいしごとサポートセンター」を県中央労働センターに開設
●県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資金」について、元本返済の据置 期間と返済期間を１年間延長することを決定

●神戸市、復興支援工場に大学の研究室や企業相談所な どを集めた「神戸リエゾン・ラボ」を開設
●県、神戸市、「中小企業緊急災害復旧資  金」の返済期間と元金返済の据置期間をさらに１年延長することを発表

●県、神戸  市、「中小企業緊急災害復旧資金」の返済の据置期間を１年延長することを発表
表発をとこるす長延年１を間期還償・置据の」金資旧復害災急緊業企小中「、市戸神、県●　

07年（平成19年）

経
済

Ⅱ 復旧期（仮設住宅期）
97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）１月

Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）
95年（平成７年）２月

06年（平成18年）

95年（平成７年）４月

99年（平成11年)
Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）

05年（平成17年）

95年（平成７年）３月

08年（平成20年）
Ⅳ　復興後期（本格復興期）

経
済

02年（平成14年） 03年（平成15年） 04年（平成16年）00年（平成12年） 01年（平成13年）98年（平成10年）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

●観光関係者 や旅行業者を対象に、誘客対策検討のための緊急セミナーを開催 ●「“観光ひょうご”復興キャンペーン推進協議会」

県、「被災地しごと開発事業」を開始●
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④　まちづくり

決可案画計市都、会議審画計市都市戸神●表発を」針方本基の備整急緊宅住・地街市興復災震「、市戸神● ●復興基金、「復興まちづくり支援事業」を創設

ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

●建築基準法（第84条）に基づき、被災地における建築制限の区域を指定（神戸市、西宮市） ●県都市計画　審議会、都市計画案可決 ●県、「兵庫県防災都市都市マスタープラン」を策定

●建築基準法（第84条）に基づき、被災地における建築制限の区域を指定（芦屋市、宝塚市、北淡　町）

県、「防災まちづくりガイドライン」を策定●

●「被災市街地復興特別措置法」公布、施行 「ひょうごグリーンネットワーク」初の植樹を兵庫県公館で実施●

●神戸市、建築確認事務の一部を再開 ●復興都市　計画の決定告示 　

「神戸まちづくり協議会連合会」が発足●

てしと号1第の業事理整画区地土興復が区地一第東取鷹市戸神定指を」域地進促興復災震「、し行施を」例条備整急緊興復災震「、市戸神● 仮換地指定を実施●

●神戸市住 宅供給公社、被災者への優遇分譲受付開始 宝塚駅前地区（花のみち）が復興市街地再開発事業の第１号として管理処分計画決定●

●異人館「萌黄の館」が再開

(財)兵庫県都市整備協会内に「ひょうご都市づくりセンター」を設置● 異人館「風見鶏の館」が再開●

兵庫県耐震判定基準の制定●

県、既存建築物の耐震診断・改修を円滑に進めるため、「兵庫県耐震診断改修計画評価委員会」を設置●

●「被災市街地復興特別措置法」期限 ●神戸市が進めてきた人工の小川が流れる都市計画道路「松本せせらぎ通り」が全通

●神戸東部新都心(HAT神戸）、西宮マリナパークシティ、南芦屋浜北部地区等でまちびらき ●復興市街地再開発事業地区の「西宮北口駅北東地区（西宮市）」で  事業完了 ●復興市街地再開発事業地区の「六甲道駅南第四地区（神戸市灘区）」で事業完了

●三宮センター街、アーケード完成記念式 了完業事が」）市塚宝（区地前駅川仁｢の業事発開再地街市興復●了完業事で」）市塚宝（前駅社神布売「の区地業事発開再地街市興復●

神（区地二第南駅道甲六「の区地業事発開再地街市興復●了完業事で」）区灘市戸神(区地一第南駅道甲六「の区地業事発開再地街市興復● 戸市灘区）」で事業完了

●復興市街地再開発事業地区の「宝塚駅前第二工区(宝塚市）」で事業完了

戸神（区地本松「の区地業事理整画区地土興復災震●了完業事で」）区灘市戸神（区地北目丁２町前神「の区地業事理整画区地土興復災震● 市兵庫区）」で事業完了

●県、「まちづくり基本条例」の制定 区地二第部西屋芦「の区地業事理整画区地土興復災震●了完業事で」）区田長市戸神(区地一第東取鷹「の区地業事理整画区地土興復災震● （芦屋市）」で事業完了 ●震災復興土地区画整理

土興復災震●了完業事で」)区灘市戸神（）区地西(西駅道甲六「の区地業事理整画区地土興復災震●設創を」業事援支りくづちま「、県● 地区画整理事業地区の「森南第三地区(神戸市東灘区）」で事業完了 事業地区の「鷹取第二

●ひょうご都市づくりセンターが「ひょうごまちづくりセンターに改称 ●震災復興土地区画整理事業地区の「森具地   区(西宮市）」で事業完了 ●震災復興土地区画整理事業地区の「御管西地区(神戸市長田区）」で事業完了 地区(神戸市須磨区）」

●震災復興土地区画整理事業 地区の「芦屋中央地区（芦屋市）」で事業完了 震災復興土地区画整理事業地区の｢築地地区（尼崎市）」で事業完了● で事業完了

●県、「まちづくり基本方針」を策定 ●震災復興土地  区画整理事業地区の「湊川町１・２丁目地区(神戸市兵庫区）」で事業完了 ●震災復興土地区画整理事業地区の「六甲道駅西（北地区）（神戸市灘区）」で事業完了

●県、「兵庫県景観復興マスタープログラム」を策定 ●県、「人間サイズのまちづくり賞」を開始 　 ●震災 復興土地区画整理事業地区の「森南第一地区、第二地区（神戸市東灘区）」で事業完了

●「21世紀の都市づくり三田国際会議」を開催 ●　理整画区地土興復災震了完業事で」）区田長市戸神（区地東菅御「の区地業事理整画区地土興復災震●

●神戸市、「神戸市民の安全の推進に関する条例」を施行 口北宮西「の区地業事　了完業事で」）市屋芦（区地一第部西屋芦「の区地業事理整画区地土興復災震●

●復興市街地再開発事業地区の「六甲道  駅南第三地区（神戸市灘区）」の事業完了 　駅北東地区（西宮市）」

●(独)都市再生機構が「防災街区整備事業」を実施 ●「大石南町まちづくり協議会（神戸市灘区) 」が神戸  市と「まちづくり協定」を締結 　で事業完了

●「森南町１丁目まちづくり協議会(神戸 市東灘区）」が神戸市と「まちづくり協定」を締結

●「青 木南地区まちづくり協議会（神戸市東灘区）」が神戸市と「まちづくり協定」を締結

● 神戸・長田のまちづくり機関等が「神戸ながたコンベンション協議会」を設立 ●復興基金､「まちのにぎわいづくり一括助成事業」を創設

●復興基金、空地の環境整備助成、バザール設置助成を開始 ●復興基金、被災地空き地活用 パイロット事業、まちの再発見運動を開始

● (財)兵庫県建設技術センターと(財)兵庫県都市整備協会が統合し、(財)兵庫県まちづくり技術センターを設立

97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）１月 95年（平成７年）２月
Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）

95年（平成７年）４月
Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）

99年（平成11年） 00年（平成12年） 01年（平成13年）

95年（平成７年）３月

Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期） Ⅳ 復興後期（本格復興期）
06年（平成18年） 07年（平成19年） 08年（平成20年）02年（平成14年） 03年（平 成15年） 04年（平成16年） 05年（平成17年）98年（平成10年）

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
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④　まちづくり

決可案画計市都、会議審画計市都市戸神●表発を」針方本基の備整急緊宅住・地街市興復災震「、市戸神● ●復興基金、「復興まちづくり支援事業」を創設

ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

●建築基準法（第84条）に基づき、被災地における建築制限の区域を指定（神戸市、西宮市） ●県都市計画　審議会、都市計画案可決 ●県、「兵庫県防災都市都市マスタープラン」を策定

●建築基準法（第84条）に基づき、被災地における建築制限の区域を指定（芦屋市、宝塚市、北淡　町）

県、「防災まちづくりガイドライン」を策定●

●「被災市街地復興特別措置法」公布、施行 「ひょうごグリーンネットワーク」初の植樹を兵庫県公館で実施●

●神戸市、建築確認事務の一部を再開 ●復興都市　計画の決定告示 　

「神戸まちづくり協議会連合会」が発足●

てしと号1第の業事理整画区地土興復が区地一第東取鷹市戸神定指を」域地進促興復災震「、し行施を」例条備整急緊興復災震「、市戸神● 仮換地指定を実施●

●神戸市住 宅供給公社、被災者への優遇分譲受付開始 宝塚駅前地区（花のみち）が復興市街地再開発事業の第１号として管理処分計画決定●

●異人館「萌黄の館」が再開

(財)兵庫県都市整備協会内に「ひょうご都市づくりセンター」を設置● 異人館「風見鶏の館」が再開●

兵庫県耐震判定基準の制定●

県、既存建築物の耐震診断・改修を円滑に進めるため、「兵庫県耐震診断改修計画評価委員会」を設置●

●「被災市街地復興特別措置法」期限 ●神戸市が進めてきた人工の小川が流れる都市計画道路「松本せせらぎ通り」が全通

●神戸東部新都心(HAT神戸）、西宮マリナパークシティ、南芦屋浜北部地区等でまちびらき ●復興市街地再開発事業地区の「西宮北口駅北東地区（西宮市）」で  事業完了 ●復興市街地再開発事業地区の「六甲道駅南第四地区（神戸市灘区）」で事業完了

●三宮センター街、アーケード完成記念式 了完業事が」）市塚宝（区地前駅川仁｢の業事発開再地街市興復●了完業事で」）市塚宝（前駅社神布売「の区地業事発開再地街市興復●

神（区地二第南駅道甲六「の区地業事発開再地街市興復●了完業事で」）区灘市戸神(区地一第南駅道甲六「の区地業事発開再地街市興復● 戸市灘区）」で事業完了

●復興市街地再開発事業地区の「宝塚駅前第二工区(宝塚市）」で事業完了

戸神（区地本松「の区地業事理整画区地土興復災震●了完業事で」）区灘市戸神（区地北目丁２町前神「の区地業事理整画区地土興復災震● 市兵庫区）」で事業完了

●県、「まちづくり基本条例」の制定 区地二第部西屋芦「の区地業事理整画区地土興復災震●了完業事で」）区田長市戸神(区地一第東取鷹「の区地業事理整画区地土興復災震● （芦屋市）」で事業完了 ●震災復興土地区画整理

土興復災震●了完業事で」)区灘市戸神（）区地西(西駅道甲六「の区地業事理整画区地土興復災震●設創を」業事援支りくづちま「、県● 地区画整理事業地区の「森南第三地区(神戸市東灘区）」で事業完了 事業地区の「鷹取第二

●ひょうご都市づくりセンターが「ひょうごまちづくりセンターに改称 ●震災復興土地区画整理事業地区の「森具地   区(西宮市）」で事業完了 ●震災復興土地区画整理事業地区の「御管西地区(神戸市長田区）」で事業完了 地区(神戸市須磨区）」

●震災復興土地区画整理事業 地区の「芦屋中央地区（芦屋市）」で事業完了 震災復興土地区画整理事業地区の｢築地地区（尼崎市）」で事業完了● で事業完了

●県、「まちづくり基本方針」を策定 ●震災復興土地  区画整理事業地区の「湊川町１・２丁目地区(神戸市兵庫区）」で事業完了 ●震災復興土地区画整理事業地区の「六甲道駅西（北地区）（神戸市灘区）」で事業完了

●県、「兵庫県景観復興マスタープログラム」を策定 ●県、「人間サイズのまちづくり賞」を開始 　 ●震災 復興土地区画整理事業地区の「森南第一地区、第二地区（神戸市東灘区）」で事業完了

●「21世紀の都市づくり三田国際会議」を開催 ●　理整画区地土興復災震了完業事で」）区田長市戸神（区地東菅御「の区地業事理整画区地土興復災震●

●神戸市、「神戸市民の安全の推進に関する条例」を施行 口北宮西「の区地業事　了完業事で」）市屋芦（区地一第部西屋芦「の区地業事理整画区地土興復災震●

●復興市街地再開発事業地区の「六甲道  駅南第三地区（神戸市灘区）」の事業完了 　駅北東地区（西宮市）」

●(独)都市再生機構が「防災街区整備事業」を実施 ●「大石南町まちづくり協議会（神戸市灘区) 」が神戸  市と「まちづくり協定」を締結 　で事業完了

●「森南町１丁目まちづくり協議会(神戸 市東灘区）」が神戸市と「まちづくり協定」を締結

●「青 木南地区まちづくり協議会（神戸市東灘区）」が神戸市と「まちづくり協定」を締結

● 神戸・長田のまちづくり機関等が「神戸ながたコンベンション協議会」を設立 ●復興基金､「まちのにぎわいづくり一括助成事業」を創設

●復興基金、空地の環境整備助成、バザール設置助成を開始 ●復興基金、被災地空き地活用 パイロット事業、まちの再発見運動を開始

● (財)兵庫県建設技術センターと(財)兵庫県都市整備協会が統合し、(財)兵庫県まちづくり技術センターを設立

97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）１月 95年（平成７年）２月
Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）

95年（平成７年）４月
Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）

99年（平成11年） 00年（平成12年） 01年（平成13年）

95年（平成７年）３月

Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期） Ⅳ 復興後期（本格復興期）
06年（平成18年） 07年（平成19年） 08年（平成20年）02年（平成14年） 03年（平 成15年） 04年（平成16年） 05年（平成17年）98年（平成10年）

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
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⑤　地域づくり活動

●「阪神・淡路大震災地元ＮＧＯ救援連絡会議」が発足 ●震災から1カ月間の1日平均のボランティア人数が2万人にのぼった ●ボランテ ィア人数が延べ100万人に達する ●ボランティアの延べ人数が、約138万人にのぼった

●「阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク」が発足 ●「被災者復興支援会議」が発足

災害復興ボランティア活動補助事業を創設● ●「生活復興県民ネット」が発足

●韓国・朝鮮語、日本語で震災情報を伝えるミニFM局「FMヨボセヨ」が開局 　ボラン ティアの集い」を県庁で開催 　「阪神・淡路大震災『仮設』支援NGO連絡会」
●「阪神・淡路大震災地元NGO救援連絡会議」が

組改に」トッネ援救人国外OGN「と　
とうそ残を録記の動活民市の後災震●足発が」戸神・ドイエ・トーア「たし指目を興復化文●

●「神戸長田高齢者・障害者支援ネットワーク」として活動 　「震災・活動記録室」が発足 阪神・淡路大震災『仮設』支援NGO連絡会が、被災地の生きがい仕事●

●地域ぐるみのコミュニティケアを目指す「東灘地域助け合いネットワーク」が発足 づくりとして「まけないぞう」事業をスタート

●５カ国語のミニラジオ局「FMユーメン」が開局

●県内社協がボランティアセンターネットワークづくりを開始 FMヨボセヨとFMユーメンが合併し「FMわぃわぃ」が誕生●

●県社協ボランティアセンターでの個別コーディネートを開始 ●県福祉センターに「学生ボランティアセンター」を開設

●県外ボランティアの窓口を大阪に移管 ●「兵庫県学生ボランティア協議会」が発足

●県社協、「兵庫県社会福祉協議会震災対策プロジェクト」に着手 「コミュニティ・サポートセンター神戸」が設立●

●「被災地障害者支援センター」が発足 ●「コレクティブ・ハウジング事業推進応援団」が発足

「ランドスケープ復興支援会議（略称　阪神グリーンネット）」が発足●

「神戸定住外国人支援センター」が発足●

●「神戸アジアタウン推進協議会」が発足

●「多文化共生センター」が発足

●白地地域を対象に復興まちづくりの住民組織と専門家を支援する

　「阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)」が設立

●被災地の問題に、市民が自発的に対処、解決する
　一助として「阪神・淡路コミュニティ基金」が設立

●「神戸復興塾」が発足

尼崎市域をエリアとするコミュニティ放送局「エフエムあまがさき」（愛称：FMあいあい）が開局●

地域住民組織「がんばろう神戸」が「市民支援基金」の創設を決定●

「『元気アップ神戸』市民運動推進協議会」が発足●

●「阪神・淡路まちづくり支援機構」が設立

発が」Ⅲ議会援支興復者災被「●足発が」Ⅱ議会援支興復者災被「● 足●「ひょうごボランタリ ープラザ」の開設 ●被災した神戸市民が当時の経験などを伝える「市民のかけ橋　神戸から全国へ」が発足

足発が」)NOGOYH（会議協動活民市ごうょひ「●定制の」）法OPN（法進促動活利営非定特「●

●県、「県民ボランタリー活動の促進に関する条例」を施行 ●「生活の場サポートセンターひょうご」を設立 ●県、「県民の参画と協働の推進に関する条例」を施行 ●「神戸の絆ネットワーク」が発足

に」議会働協の政行とOPN「、が議会興復活生の政行とOPN●足発が」ＥＢＯＫ・金基んみし人法OPN「● 改組●「NPO法人兵庫セルプセンター」を設立

●松本地区まちづくり会社「ＣＤＣ神戸」が設立 ●被災地NGO恊働センターに加盟する20団体が 化人法ＯＰＮがクーワトッネ援支者害障・者齢高神阪●立設が」り灯の望希71.1「災震大路淡神阪人法OPN●

●阪神・淡路大震災『仮設』支援NGO連絡会が 　「市民版生活支援センター」を設立 ●「海外災害援助市民センター」(C ODE）が発足

　「被災地NGO恊働センター」に改称 発てしとOGNが」クーワトッネ料資史歴「たきてけ続を動活出救の料資史歴や財化文たし災被●足発が」議会興復活生の政行とOPN「● 足

●「生活復興NPO情報プラザ」を開設 ●「神戸まちづくり研究所」が設立 ●「市民活動サポートセンター神戸」が設立 ●阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」が「震災モニュメント

●被災地障害者支援センターが「NPO法人　拓人こうべ」に改組 　東西交流ウォーク」を開催

95年（平成７年）４月95年（平成７年）２月94年（平成７年）１月
Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）

96年（平成８年） 97年（平成９年）95年(平成7年)95年（平成７年）３月
Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）

01年（平成13年）98年（平成10年） 99年（平成11年)

地
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り
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動

Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期） Ⅳ　復興後期（本格復興期）
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動
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●「ふれ あ い自立・ネットワーク」をテーマに「“阪神・淡路大震災”ありがとう
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⑤　地域づくり活動

●「阪神・淡路大震災地元ＮＧＯ救援連絡会議」が発足 ●震災から1カ月間の1日平均のボランティア人数が2万人にのぼった ●ボランテ ィア人数が延べ100万人に達する ●ボランティアの延べ人数が、約138万人にのぼった

●「阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク」が発足 ●「被災者復興支援会議」が発足

災害復興ボランティア活動補助事業を創設● ●「生活復興県民ネット」が発足

●韓国・朝鮮語、日本語で震災情報を伝えるミニFM局「FMヨボセヨ」が開局 　ボラン ティアの集い」を県庁で開催 　「阪神・淡路大震災『仮設』支援NGO連絡会」
●「阪神・淡路大震災地元NGO救援連絡会議」が

組改に」トッネ援救人国外OGN「と　
とうそ残を録記の動活民市の後災震●足発が」戸神・ドイエ・トーア「たし指目を興復化文●

●「神戸長田高齢者・障害者支援ネットワーク」として活動 　「震災・活動記録室」が発足 阪神・淡路大震災『仮設』支援NGO連絡会が、被災地の生きがい仕事●

●地域ぐるみのコミュニティケアを目指す「東灘地域助け合いネットワーク」が発足 づくりとして「まけないぞう」事業をスタート

●５カ国語のミニラジオ局「FMユーメン」が開局

●県内社協がボランティアセンターネットワークづくりを開始 FMヨボセヨとFMユーメンが合併し「FMわぃわぃ」が誕生●

●県社協ボランティアセンターでの個別コーディネートを開始 ●県福祉センターに「学生ボランティアセンター」を開設

●県外ボランティアの窓口を大阪に移管 ●「兵庫県学生ボランティア協議会」が発足

●県社協、「兵庫県社会福祉協議会震災対策プロジェクト」に着手 「コミュニティ・サポートセンター神戸」が設立●

●「被災地障害者支援センター」が発足 ●「コレクティブ・ハウジング事業推進応援団」が発足

「ランドスケープ復興支援会議（略称　阪神グリーンネット）」が発足●

「神戸定住外国人支援センター」が発足●

●「神戸アジアタウン推進協議会」が発足

●「多文化共生センター」が発足

●白地地域を対象に復興まちづくりの住民組織と専門家を支援する

　「阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)」が設立

●被災地の問題に、市民が自発的に対処、解決する
　一助として「阪神・淡路コミュニティ基金」が設立

●「神戸復興塾」が発足

尼崎市域をエリアとするコミュニティ放送局「エフエムあまがさき」（愛称：FMあいあい）が開局●

地域住民組織「がんばろう神戸」が「市民支援基金」の創設を決定●

「『元気アップ神戸』市民運動推進協議会」が発足●

●「阪神・淡路まちづくり支援機構」が設立

発が」Ⅲ議会援支興復者災被「●足発が」Ⅱ議会援支興復者災被「● 足●「ひょうごボランタリ ープラザ」の開設 ●被災した神戸市民が当時の経験などを伝える「市民のかけ橋　神戸から全国へ」が発足

足発が」)NOGOYH（会議協動活民市ごうょひ「●定制の」）法OPN（法進促動活利営非定特「●

●県、「県民ボランタリー活動の促進に関する条例」を施行 ●「生活の場サポートセンターひょうご」を設立 ●県、「県民の参画と協働の推進に関する条例」を施行 ●「神戸の絆ネットワーク」が発足

に」議会働協の政行とOPN「、が議会興復活生の政行とOPN●足発が」ＥＢＯＫ・金基んみし人法OPN「● 改組●「NPO法人兵庫セルプセンター」を設立

●松本地区まちづくり会社「ＣＤＣ神戸」が設立 ●被災地NGO恊働センターに加盟する20団体が 化人法ＯＰＮがクーワトッネ援支者害障・者齢高神阪●立設が」り灯の望希71.1「災震大路淡神阪人法OPN●

●阪神・淡路大震災『仮設』支援NGO連絡会が 　「市民版生活支援センター」を設立 ●「海外災害援助市民センター」(C ODE）が発足

　「被災地NGO恊働センター」に改称 発てしとOGNが」クーワトッネ料資史歴「たきてけ続を動活出救の料資史歴や財化文たし災被●足発が」議会興復活生の政行とOPN「● 足

●「生活復興NPO情報プラザ」を開設 ●「神戸まちづくり研究所」が設立 ●「市民活動サポートセンター神戸」が設立 ●阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」が「震災モニュメント

●被災地障害者支援センターが「NPO法人　拓人こうべ」に改組 　東西交流ウォーク」を開催

95年（平成７年）４月95年（平成７年）２月94年（平成７年）１月
Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）

96年（平成８年） 97年（平成９年）95年(平成7年)95年（平成７年）３月
Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）

01年（平成13年）98年（平成10年） 99年（平成11年)

地
域
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動

Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期） Ⅳ　復興後期（本格復興期）
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●「ふれ あ い自立・ネットワーク」をテーマに「“阪神・淡路大震災”ありがとう
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⑥　防災・減災

●警察、消防による救助活動等の開始 ●「阪神･淡路大震災犠牲者追悼式」を開催
●県、自衛隊への派遣要請、自衛隊による救助活動開始 ●県内の自主防災組織の組織率 27.4%(被災直後）
●神戸市を皮切りに、被害の把握が可能となった市町から順次、災害救助法を適用（2/1までに10市10町） ●自衛隊が被災地から完全撤退(4/27)
●災害対策本部長(知事)が食料や毛布の支援、被災者の救護を全国に向け発信 ●実動部隊の広域連携体制として、「広域緊急救助隊」、「緊急消防援助隊」を創設

●三木山森林公園基地を閉鎖 開用運のムテスシ災防スクッニェフ、県●　 始
木三アピンーリグ●鎖閉を地基蓄備資物の校学防消県●設開てしと地基３第蓄備資物を園公林森山木三●設開を地基蓄備資物に校学防消県● 基地を閉鎖(4/30)

設開てしと地基４第蓄備資物を港空阪大●設開を」所談相者明不方行「、警県● 　県、フェニックス防災システムを利用した災害情報伝達訓練を実施●
●県警、「兵庫県警察救急救護所」を設置 ●県、「災害救援専門ボランティア制度(HEART PHOENIX）を創設
●「地域防災計画による放送協定」に基づき、NHKラジオ、サンテレビ、AM神戸、Kiss-FMから定期的に生活情報を発信 ●大阪空 設を」監災防「てしと職門専理管機危の轄直事知、県●るす蓄備を具寒防、トーシルーニビや布毛な要必にめたるえ備に震余の後今を地基港 置

隊ルーロトパ急緊所難避の区北、区西、区水垂るいてし少減が数者難避●成編の隊ルーロトパ急緊所難避● を減員 結締を定協るす関に援応互相の等時災震県７府２畿近、県●施実を託委理管へ社会庫倉間民、け付置位と地基約集の終最　
●グリーンピア三木を物資備蓄第２基地として開設 　依然として大規模避難所が多い灘区、兵庫区、長田区の隊員を増員する変更を実施 避難所緊急パトロール隊を50隊から30隊に再編（第３次パトロール隊再編）●
●県、「救護対策現地本部」を設置 　（第1次パトロール隊再編） 正修面全を」画計災防域地「、県●●了終を務業隊ルーロトパ急緊所難避
●救護所、避難所救護センターを設置 に援応互相時害災と県取鳥・県山岡、県●、し縮短を間時回巡の隊ルーロトパ急緊所難避のへ所難避模規小るいてい着ち落、し定安が安治● 関する

施実をルーロトパ間夜のへ所難避るえ抱をルブラトはたま模規大　化元一を口窓報情、し置設を」ータンセ報情「、県● 　協定を締結
●県民への余震情報を提供するため、神戸市へ携帯ラジオ8,000台、阪神県民局へ5,000台を提供 　編成も100隊から50 隊へ縮小（第２次パトロール隊再編） 　　●県、全国都道府県の災害時の広域応援に関する

●阪神県民局へ携帯ラジオ1,000台、東播磨県民局へ500台、淡路県民局へ500台を提供 　　協定を締結
●避難所生活者に必要な情報を盛り込んだ「震災ニュース」を発行

●被災者を中心とした県民向け臨時災害FM局「復興通信FM796フェニックス」を 開局
●県提供の通常のテレビやラジオの番組枠を順次復帰させ、全編震災関連情報の放送を開始(3/31まで) ●県、カリフォルニア州と防災協力に

●全国紙5紙と神戸新聞に、義援金やボランティア活動への県民の感謝の気持ちを伝える 　関する合意書を締結
　知事メッセージを掲載し、一層の支援を要請 ●「兵庫県消防防災航空隊」が発足

県、新しい「広域災害・救急医療情報システム」を稼働●
各災害拠点病院の救急部長等を「災害医療コーディネーター」に指定●

兵庫県救急医療協議会で「トリアージタッグ」の県下統一様式を定め、関係機関に配布●
近畿２府７県、滋賀県で初の合同防災訓練を実施●

県警、防災情報通信ネットワークの運用開始●
防災資機材整備補助事業[緊急育成支援事業]を実施●

　

始開用供の」点拠災防域広馬但「、県●始開用供の」点拠災防域広磨播西「、県● ●阪神・淡路大震災10周年のつどい（｢阪神・淡路大震災10周年 ●県、「淡路広域防災拠点」の供用開始
、」典式悼追　設開を」ータンセ療医害災県庫兵「●設開を」ータンセ策対害災県庫兵「●ていおに」式悼追念記災震大路淡・神阪「、県● 拠点災防域広波丹「、県●催開）」5002クーォウルアリモメごうょひ71.1「

　択採を」組枠動行庫兵「と」言宣庫兵「。催開を議会界世災防連国●成作の」針指の営運・理管所難避「、県●表発を言宣」71.1「　 の供用開始
●「野島断層保存館」を開設 災防域広南神阪「、県●立成で会議県が」例条るめ定を日の全安ごうょひ「●成作を」針指援支者弱害災県庫兵「、県●

●国連人道問題調整事務所(OCHA)神戸事務所を開設 ●県、「兵庫県災害ボランティア活動支援指針｣を作成 ●「兵庫県広域防災センタ 始開用供の」点拠　催開を」いどつの日の全安ごうょひ「●設開を」ー
●「国際防災復興協力機構」を設立立設を」)ARD(会議協援支道人・災防際国「●設立を」ータンセ災防アジア「、所究研災防市都）財(● 　 ●国連国際防災戦略(ＩＳＤＲ）兵庫事務

推を等練訓災防域地」いなれ忘は71.1「、県●想を害災のスラク災震大路淡・神阪● 進 　所を開設
設創を」）園子甲いさうぼ（賞来未災防71.1「●を」練訓災防同合県府畿近「たし定　

●開展の」動運民県化強力災防「、県施実で内市戸神　
　　設開を」）館来未災防（ータンセ来未災防と人「● 緊急地震速報の運用開始●

●兵庫県防災会議、東南海・南海地震に備えた防災対策推進計画案を決定
●県、ラジオ関西と「防災情報の提供と放送に関する覚書」を締結 緊「、省通交土国●成作を」画計進推策対災防震地海南・海南東「、県● 急

タンイ、ていつに」ムテスシ災防スクッニェフ「、県●結締を定」協るす関に動出の犬助救害災るけおに時害災「と会協ーュキスレ本日、県● TEC(隊遣派策対害災　始開供提報情のへ民市るよにトッネー
用運」トッネ災防ごうょひ県、「●設開を」）館来未とひ（ータンセ来未災防と人「●結締を書意合るす関に力協災防と州ントンシワ、県● 」）FORCE－　始開 を創設

●県、「聴覚障害者災害等緊急時情報発信システム」の運用開始
●県、「ひょうごＥネット」の運用開始

●「実大三次元振動破壊実験施設（E-ディフェンス）」が完成
　置設を」監理管機危「の属直長市、市戸神●

結締を定協るす関に援応互相時害災と町市内県、県●催開を」会大市全ィテニュミコ祉福災防～いどつの災防「るえ考を災防域地、市戸神●
結締を定協るす関に援応互相時害災び及力協災防と県潟新、県●

●県、｢兵庫県耐震改修促進計画」を策定
●「防災士」が兵庫県から初めて２人認証される 内閣府、「大規模災害時における住家被害認定業務の●

●「ひょうご防災リーダー講座」が三木市の 　実施体制整備に関する検討会」の設置
　県立広域防災センターで開講

県内の自主防災組織の組織率　95.7%●

Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）
97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）３月

Ⅰ　緊急・応急対応期（直後から避難所期）
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⑥　防災・減災

●警察、消防による救助活動等の開始 ●「阪神･淡路大震災犠牲者追悼式」を開催
●県、自衛隊への派遣要請、自衛隊による救助活動開始 ●県内の自主防災組織の組織率 27.4%(被災直後）
●神戸市を皮切りに、被害の把握が可能となった市町から順次、災害救助法を適用（2/1までに10市10町） ●自衛隊が被災地から完全撤退(4/27)
●災害対策本部長(知事)が食料や毛布の支援、被災者の救護を全国に向け発信 ●実動部隊の広域連携体制として、「広域緊急救助隊」、「緊急消防援助隊」を創設

●三木山森林公園基地を閉鎖 開用運のムテスシ災防スクッニェフ、県●　 始
木三アピンーリグ●鎖閉を地基蓄備資物の校学防消県●設開てしと地基３第蓄備資物を園公林森山木三●設開を地基蓄備資物に校学防消県● 基地を閉鎖(4/30)

設開てしと地基４第蓄備資物を港空阪大●設開を」所談相者明不方行「、警県● 　県、フェニックス防災システムを利用した災害情報伝達訓練を実施●
●県警、「兵庫県警察救急救護所」を設置 ●県、「災害救援専門ボランティア制度(HEART PHOENIX）を創設
●「地域防災計画による放送協定」に基づき、NHKラジオ、サンテレビ、AM神戸、Kiss-FMから定期的に生活情報を発信 ●大阪空 設を」監災防「てしと職門専理管機危の轄直事知、県●るす蓄備を具寒防、トーシルーニビや布毛な要必にめたるえ備に震余の後今を地基港 置

隊ルーロトパ急緊所難避の区北、区西、区水垂るいてし少減が数者難避●成編の隊ルーロトパ急緊所難避● を減員 結締を定協るす関に援応互相の等時災震県７府２畿近、県●施実を託委理管へ社会庫倉間民、け付置位と地基約集の終最　
●グリーンピア三木を物資備蓄第２基地として開設 　依然として大規模避難所が多い灘区、兵庫区、長田区の隊員を増員する変更を実施 避難所緊急パトロール隊を50隊から30隊に再編（第３次パトロール隊再編）●
●県、「救護対策現地本部」を設置 　（第1次パトロール隊再編） 正修面全を」画計災防域地「、県●●了終を務業隊ルーロトパ急緊所難避
●救護所、避難所救護センターを設置 に援応互相時害災と県取鳥・県山岡、県●、し縮短を間時回巡の隊ルーロトパ急緊所難避のへ所難避模規小るいてい着ち落、し定安が安治● 関する

施実をルーロトパ間夜のへ所難避るえ抱をルブラトはたま模規大　化元一を口窓報情、し置設を」ータンセ報情「、県● 　協定を締結
●県民への余震情報を提供するため、神戸市へ携帯ラジオ8,000台、阪神県民局へ5,000台を提供 　編成も100隊から50 隊へ縮小（第２次パトロール隊再編） 　　●県、全国都道府県の災害時の広域応援に関する

●阪神県民局へ携帯ラジオ1,000台、東播磨県民局へ500台、淡路県民局へ500台を提供 　　協定を締結
●避難所生活者に必要な情報を盛り込んだ「震災ニュース」を発行

●被災者を中心とした県民向け臨時災害FM局「復興通信FM796フェニックス」を 開局
●県提供の通常のテレビやラジオの番組枠を順次復帰させ、全編震災関連情報の放送を開始(3/31まで) ●県、カリフォルニア州と防災協力に

●全国紙5紙と神戸新聞に、義援金やボランティア活動への県民の感謝の気持ちを伝える 　関する合意書を締結
　知事メッセージを掲載し、一層の支援を要請 ●「兵庫県消防防災航空隊」が発足

県、新しい「広域災害・救急医療情報システム」を稼働●
各災害拠点病院の救急部長等を「災害医療コーディネーター」に指定●

兵庫県救急医療協議会で「トリアージタッグ」の県下統一様式を定め、関係機関に配布●
近畿２府７県、滋賀県で初の合同防災訓練を実施●

県警、防災情報通信ネットワークの運用開始●
防災資機材整備補助事業[緊急育成支援事業]を実施●

　

始開用供の」点拠災防域広馬但「、県●始開用供の」点拠災防域広磨播西「、県● ●阪神・淡路大震災10周年のつどい（｢阪神・淡路大震災10周年 ●県、「淡路広域防災拠点」の供用開始
、」典式悼追　設開を」ータンセ療医害災県庫兵「●設開を」ータンセ策対害災県庫兵「●ていおに」式悼追念記災震大路淡・神阪「、県● 拠点災防域広波丹「、県●催開）」5002クーォウルアリモメごうょひ71.1「

　択採を」組枠動行庫兵「と」言宣庫兵「。催開を議会界世災防連国●成作の」針指の営運・理管所難避「、県●表発を言宣」71.1「　 の供用開始
●「野島断層保存館」を開設 災防域広南神阪「、県●立成で会議県が」例条るめ定を日の全安ごうょひ「●成作を」針指援支者弱害災県庫兵「、県●

●国連人道問題調整事務所(OCHA)神戸事務所を開設 ●県、「兵庫県災害ボランティア活動支援指針｣を作成 ●「兵庫県広域防災センタ 始開用供の」点拠　催開を」いどつの日の全安ごうょひ「●設開を」ー
●「国際防災復興協力機構」を設立立設を」)ARD(会議協援支道人・災防際国「●設立を」ータンセ災防アジア「、所究研災防市都）財(● 　 ●国連国際防災戦略(ＩＳＤＲ）兵庫事務

推を等練訓災防域地」いなれ忘は71.1「、県●想を害災のスラク災震大路淡・神阪● 進 　所を開設
設創を」）園子甲いさうぼ（賞来未災防71.1「●を」練訓災防同合県府畿近「たし定　

●開展の」動運民県化強力災防「、県施実で内市戸神　
　　設開を」）館来未災防（ータンセ来未災防と人「● 緊急地震速報の運用開始●

●兵庫県防災会議、東南海・南海地震に備えた防災対策推進計画案を決定
●県、ラジオ関西と「防災情報の提供と放送に関する覚書」を締結 緊「、省通交土国●成作を」画計進推策対災防震地海南・海南東「、県● 急

タンイ、ていつに」ムテスシ災防スクッニェフ「、県●結締を定」協るす関に動出の犬助救害災るけおに時害災「と会協ーュキスレ本日、県● TEC(隊遣派策対害災　始開供提報情のへ民市るよにトッネー
用運」トッネ災防ごうょひ県、「●設開を」）館来未とひ（ータンセ来未災防と人「●結締を書意合るす関に力協災防と州ントンシワ、県● 」）FORCE－　始開 を創設

●県、「聴覚障害者災害等緊急時情報発信システム」の運用開始
●県、「ひょうごＥネット」の運用開始

●「実大三次元振動破壊実験施設（E-ディフェンス）」が完成
　置設を」監理管機危「の属直長市、市戸神●

結締を定協るす関に援応互相時害災と町市内県、県●催開を」会大市全ィテニュミコ祉福災防～いどつの災防「るえ考を災防域地、市戸神●
結締を定協るす関に援応互相時害災び及力協災防と県潟新、県●

●県、｢兵庫県耐震改修促進計画」を策定
●「防災士」が兵庫県から初めて２人認証される 内閣府、「大規模災害時における住家被害認定業務の●

●「ひょうご防災リーダー講座」が三木市の 　実施体制整備に関する検討会」の設置
　県立広域防災センターで開講

県内の自主防災組織の組織率　95.7%●

Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）
97年（平成９年）96年（平成８年）95年（平成７年）95年（平成７年）３月
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⑦　復興体制・復興計画

●「兵庫県南部地震非常災害対策本部」を設置

国 置設を」会員委興復路淡・神阪「●置設を」部本策対急緊震地部南県庫●「兵 ●「阪神・淡路復興委員会」を廃止
置設を」部本策対興復路淡・神阪「●）定決議閣日12（設開に館公県庫兵を部本策対地現● ●「阪神・淡路復興委員会」の廃止を受け、国と県と

●「小里地震対策担当大臣特命室」を設置 　神戸市との協議会を設置

●県、「都市再生戦略策定懇話会」を設置 ●県、「阪神・淡路 大震災復興本部」を設置 ●「(財)阪神・淡路大震災復興基金」を設立 ●県、「阪神・淡路震災復興計画策定調査委員会」を設置
●「兵庫県南部地震災害対策総合本部」へ改組 組改に」部本策対害災県庫兵災震大路淡・神阪「を部本合総策　　対害災、県●置設を」議会興復民県人国外「● ●「被災者復興支援会議」が発足

置設を」ータンセ談相合総興復災震「、県●置設を」議会興復業●県、「産 ●県、「復興県民フォーラム」を開催
●県警、「兵庫県警災害警備本部」を設置

●「神戸市災害対策本部」の設置

●県、「阪神・淡路震災復興計画推進委員会」を設置
●県、「ひょうご住宅復興会議」を設置 「(財)阪神・淡路大震災記念協会」を設立●

県
・
市

●県、「保健医療福祉復興県民会議」を設置 ●阪神・淡路大震災復興支援館
（フェニックス・プラザ）がオープン

（財）阪神・淡路大震災復興基金、運用財産を3,000●
億円増額（基金規模9,000億円に）

●神戸市、復興計画推進のため、「神戸
●県、「阪神・淡路震災復興計画」策定を決定 定策を」想構本基－画計興復災震路淡・神阪「、県●●言提に県を」ンョジビ略戦興復災震路淡・神阪「が会話懇定策略戦生再市都 　市復興推進懇話会」を設置

●県、「阪神・淡路震災復興計画（ひょうごフェニックス計画）」を策定
●県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を策定

●県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を改訂
●県、「産業復興３か年計画」を策定

●県、「緊急インフラ整備３カ年計画」を策定
●県、「阪神・淡路都市復興基本計画」を策定

●神戸市、「神戸市復興計画」を策定

●「阪神・淡路復興対策本部」を解散
●「阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議」を設置

●県、「阪神・淡路大震災復興本部」を廃止
進推興復災震大路淡・神阪「、県●置設」会員委年01興復「、県●足発が」Ⅲ議会援支興復者災被「●足発が」Ⅱ議会援支興復者災被「● 会議」を設置（県土整備部に「住宅復興局」を設置）

●県､「震災対策国際総合検証会議」を設置 ●県、「復興フォローアップ委員会」を設置
を局興復宅住、県●置設を」会員委プッアーロォフムラグロプ進推年カ５期後画計興復災震路淡･神阪「、県●置設を」会話懇進推化性活●神戸市･「神戸市復興・ 「復興局」に改組 ●県、復興支援課を

管移に部民県画企　止廃を部本策対害災市戸神●置設を」会員委定策ムラグロプ進推年か５期後画計興復災震路淡・神阪「、県●
●(財)阪神・淡路大震災記念協会が「(財)ひょうご震災記念21世紀研究機構」に改組
　

●日本災害復興学会が設立
●県、「阪神・淡路震災復興計画推進方策」策定 ●県、震災対策国際総合検証報告会で「震災対策国際総合検証事業」を発表

●兵庫県、「阪神・淡路震災復興計画最終３か年推進プログラム」を策定
●復興10年委員会が、「復興10年総括検証・提言事業」の最終報告書をとりまとめ

●県、「阪神・淡路震災復興計画後期５か年推進プログラム」策定 　●復興10年委員会が、「復興10年総括検証・提言事業」最終報告書を県知事に提出
●神戸市、「復興計画推進プログラム」を策定 ●創造的復興フォーラムを開催し、「復興10年総括検証・提言事業」の結果を国内外に発信

　 ●県、「復興の成果を県政に生かす３か年推進方策」を策定
●神戸市復興・活性化推進懇話会、「復興の総括・検証」の報告書を神戸市長へ提出 　

02年（平成14年） 03年（平 成15年） 07年（平成19年）05年（平成17年） 06年（平成18年）04年（平成16年）98年（平成10年） 99年（平成11年）

95年（平成７年）１月 95年（平成７年）２月 95年（平成７年）３月 95年（平成７年）４月 95年（平成７年） 96年（平成８年） 97年（平成９年）

00年（平成12年） 01年（平成13年） 08年（平成20年）
Ⅳ 復興後期（本格復興期）

Ⅰ 緊急・応急対応期（直後から避難所期） Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）

Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）
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●「兵庫県南部地震災害対策本部」を設置

●「神戸市災害対策本部」の設置
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⑦　復興体制・復興計画

●「兵庫県南部地震非常災害対策本部」を設置

国 置設を」会員委興復路淡・神阪「●置設を」部本策対急緊震地部南県庫●「兵 ●「阪神・淡路復興委員会」を廃止
置設を」部本策対興復路淡・神阪「●）定決議閣日12（設開に館公県庫兵を部本策対地現● ●「阪神・淡路復興委員会」の廃止を受け、国と県と

●「小里地震対策担当大臣特命室」を設置 　神戸市との協議会を設置

●県、「都市再生戦略策定懇話会」を設置 ●県、「阪神・淡路 大震災復興本部」を設置 ●「(財)阪神・淡路大震災復興基金」を設立 ●県、「阪神・淡路震災復興計画策定調査委員会」を設置
●「兵庫県南部地震災害対策総合本部」へ改組 組改に」部本策対害災県庫兵災震大路淡・神阪「を部本合総策　　対害災、県●置設を」議会興復民県人国外「● ●「被災者復興支援会議」が発足

置設を」ータンセ談相合総興復災震「、県●置設を」議会興復業●県、「産 ●県、「復興県民フォーラム」を開催
●県警、「兵庫県警災害警備本部」を設置

●「神戸市災害対策本部」の設置

●県、「阪神・淡路震災復興計画推進委員会」を設置
●県、「ひょうご住宅復興会議」を設置 「(財)阪神・淡路大震災記念協会」を設立●

県
・
市

●県、「保健医療福祉復興県民会議」を設置 ●阪神・淡路大震災復興支援館
（フェニックス・プラザ）がオープン

（財）阪神・淡路大震災復興基金、運用財産を3,000●
億円増額（基金規模9,000億円に）

●神戸市、復興計画推進のため、「神戸
●県、「阪神・淡路震災復興計画」策定を決定 定策を」想構本基－画計興復災震路淡・神阪「、県●●言提に県を」ンョジビ略戦興復災震路淡・神阪「が会話懇定策略戦生再市都 　市復興推進懇話会」を設置

●県、「阪神・淡路震災復興計画（ひょうごフェニックス計画）」を策定
●県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を策定

●県、「ひょうご住宅復興３か年計画」を改訂
●県、「産業復興３か年計画」を策定

●県、「緊急インフラ整備３カ年計画」を策定
●県、「阪神・淡路都市復興基本計画」を策定

●神戸市、「神戸市復興計画」を策定

●「阪神・淡路復興対策本部」を解散
●「阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議」を設置

●県、「阪神・淡路大震災復興本部」を廃止
進推興復災震大路淡・神阪「、県●置設」会員委年01興復「、県●足発が」Ⅲ議会援支興復者災被「●足発が」Ⅱ議会援支興復者災被「● 会議」を設置（県土整備部に「住宅復興局」を設置）

●県､「震災対策国際総合検証会議」を設置 ●県、「復興フォローアップ委員会」を設置
を局興復宅住、県●置設を」会員委プッアーロォフムラグロプ進推年カ５期後画計興復災震路淡･神阪「、県●置設を」会話懇進推化性活●神戸市･「神戸市復興・ 「復興局」に改組 ●県、復興支援課を

管移に部民県画企　止廃を部本策対害災市戸神●置設を」会員委定策ムラグロプ進推年か５期後画計興復災震路淡・神阪「、県●
●(財)阪神・淡路大震災記念協会が「(財)ひょうご震災記念21世紀研究機構」に改組
　

●日本災害復興学会が設立
●県、「阪神・淡路震災復興計画推進方策」策定 ●県、震災対策国際総合検証報告会で「震災対策国際総合検証事業」を発表

●兵庫県、「阪神・淡路震災復興計画最終３か年推進プログラム」を策定
●復興10年委員会が、「復興10年総括検証・提言事業」の最終報告書をとりまとめ

●県、「阪神・淡路震災復興計画後期５か年推進プログラム」策定 　●復興10年委員会が、「復興10年総括検証・提言事業」最終報告書を県知事に提出
●神戸市、「復興計画推進プログラム」を策定 ●創造的復興フォーラムを開催し、「復興10年総括検証・提言事業」の結果を国内外に発信

　 ●県、「復興の成果を県政に生かす３か年推進方策」を策定
●神戸市復興・活性化推進懇話会、「復興の総括・検証」の報告書を神戸市長へ提出 　

02年（平成14年） 03年（平 成15年） 07年（平成19年）05年（平成17年） 06年（平成18年）04年（平成16年）98年（平成10年） 99年（平成11年）

95年（平成７年）１月 95年（平成７年）２月 95年（平成７年）３月 95年（平成７年）４月 95年（平成７年） 96年（平成８年） 97年（平成９年）

00年（平成12年） 01年（平成13年） 08年（平成20年）
Ⅳ 復興後期（本格復興期）

Ⅰ 緊急・応急対応期（直後から避難所期） Ⅱ　復旧期（仮設住宅期）

Ⅲ　復興前期（恒久住宅移行期）
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●「兵庫県南部地震災害対策本部」を設置

●「神戸市災害対策本部」の設置
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ど
ん
な
才
能
が
あ
っ
て
も
、
一
人
で
は
書
け
な
い
問
題
も
あ
り
ま
す
。
震
災
と
そ
の
復
興
過
程
で
被
災
者
が
う
け
た
諸

体
験
や
そ
こ
か
ら
生
れ
た
色
々
な
問
題
は
、
多
く
の
人
達
の
協
力
な
し
に
は
絶
対
に
そ
の
全
貌
に
ふ
れ
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
。
本
書
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
委
員
と
そ
れ
を
支
え
た
事
務
局
員
な
ど
、
実
に
多

く
の
人
達
の
２
年
間
に
亘
る
討
議
と
努
力
の
結
果
で
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、
つ
け
加
え
た
い
こ
と
が
山
程
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
ご
了
承
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

震
災
は
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
地
域
ご
と
に
独
特
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
大
都
市
直
下
型
の
も
の
で
し
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
大
震
災
の
特
性
を
把
え
た
対
策
を
考
え
る
た
め
に
、
当
時
の
貝
原
知
事
は
、
震
災
直
後
、
全
国
か
ら
様
々
の

分
野
の
専
門
家
を
集
め
て
「
都
市
再
生
戦
略
策
定
懇
話
会
」
を
設
け
、
独
自
な
復
興
の
基
本
問
題
と
戦
略
と
の
提
言
を
求

め
ま
し
た
。
後
に
設
け
ら
れ
た
国
の
阪
神
・
淡
路
復
興
委
員
会
の
代
表
者
や
有
力
委
員
に
こ
の
懇
話
会
委
員
が
就
任
さ
れ

た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
各
地
域
で
の
震
災
復
興
案
の
つ
く
り
方
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
災
害
救
助
法
は
あ
っ
て
も
、
震
災
復
興
法
が
な
く
、
市
街
地
の
区
画
整
理
一
つ
で
も
、
既
存
の
法
令
に
依
拠
し

た
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
反
省
か
ら
、
震
災
復
興
法
制
定
の
必
要
性
が
自
覚
さ
れ
、
同
法
制
定
運
動
を
起

す
契
機
と
も
な
り
ま
し
た
。
更
に
、
復
旧
型
の
法
令
の
も
と
で
は
、
ど
れ
だ
け
真
摯
か
つ
英
知
を
働
か
せ
て
も
、
被
災
者

の
皆
さ
ん
の
実
態
か
ら
生
れ
る
願
望
と
の
ズ
レ
が
生
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
兵
庫
県
で
は
、
こ
の
ズ
レ
を
把
握
し
、
創
造
的

復
興
を
試
み
る
た
め
に
、「
被
災
者
復
興
支
援
会
議
」
を
設
け
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
大
活
躍
を
し
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
復
興
を
他
に
比
べ
て
特
徴
の
あ
る
形
に
す
る
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。
復
興
基
金
の
設
立
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
フ
ェ
ニ
ッ

ク
ス
プ
ラ
ザ
の
建
設
と
そ
れ
を
通
じ
て
の
情
報
発
信
と
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
支
援
も
、
そ
の
後
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
成

立
の
契
機
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
県
政
お
よ
び
各
市
町
な
ど
へ
の
県
民
・
市
町
民
の
参
画
と
協
働
を
よ
り
強
く
促
進
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
決
し
て
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
の
大
震
災
に
苦
し

ん
だ
私
た
ち
を
力
強
く
支
援
し
て
頂
い
た
全
国
の
皆
さ
ん
へ
の
私
た
ち
の
細
や
か
な
お
返
し
の
一
つ
で
す
。

財
団
法
人
神
戸
都
市
問
題
研
究
所
理
事
長　
　
　

新
野　

幸
次
郎　

むすびの言葉



　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
史
上
初
め
て
の
近
代
都
市
直
下
型
の
大
地
震
で
あ
り
、
世
界
一
の
長
寿
社
会
を
揺
る
が
し
た

大
災
害
で
あ
っ
た
。

　

震
災
は
、
快
適
な
都
市
生
活
を
一
瞬
に
壊
滅
さ
せ
、
合
理
的
で
は
あ
る
が
個
々
人
の
孤
立
し
た
近
代
都
市
生
活
の
、
さ

ら
に
は
自
然
か
ら
離
れ
た
近
代
文
明
の
、
そ
の
脆
弱
さ
を
露
わ
に
し
た
。
人
は
ま
た
、
い
の
ち
の
大
切
さ
と
と
も
に
、
人

間
に
決
定
的
な
の
は
物
よ
り
も
心
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、家
族
や
地
域
の
共
同
体
、つ
ま
り
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
も
つ
危
機
管
理
機
能
や
福
祉
機
能
と
と
も
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
可
能
性
と
わ
が
国
で
の
そ
の
潜
在
力
を

明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
震
災
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
に
対
し
て
、
復
興
過
程
で
も
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
制
定
、
福
祉
・

環
境
・
家
族
等
の
分
野
で
の
県
民
運
動
の
推
進
や
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
活
動
の
支
援
な
ど
ソ
フ
ト
面
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
が
行
わ
れ
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
ハ
ー
ド
面
、
と
り
わ
け
21
世
紀
に
向
け
た
近
代
都
市
の
あ
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
残
さ
れ
た
課
題
も
少

な
く
な
い
。
例
え
ば
、
都
市
基
盤
の
復
旧
が
急
が
れ
る
な
か
、
都
心
部
の
主
要
幹
線
道
路
の
地
下
道
化
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
共
同
溝
化
、
地
下
貯
水
池
の
整
備
等
の
地
下
空
間
の
利
用
を
は
じ
め
未
来
都
市
に
向
け
た
発
想
の
転
換
を
示
す
諸
提
案

は
ほ
と
ん
ど
全
く
実
現
し
て
い
な
い
。

　

本
書
は
、
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
過
程
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
学
ん
だ
こ
と
を
１
０
０
の
教
訓
項
目
と
し
て
後
世
に

伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、“
何
が
、
ど
う
し
て
、
や
れ
な
か
っ
た
の
か
”
と
い
う
こ
と
も
課
題
と
し
て
認
識
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

今
後
、
自
然
災
害
か
ら
の
復
興
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
地
域
で
は
、
単
に
被
災
前
の
状
態
に
戻
す
復
旧
だ
け
で
な

く
、
21
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
近
代
都
市
の
実
現
に
向
け
て
「
創
造
的
」
な
復
興
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
切
に
期

待
し
た
い
。

財
団
法
人 

ひ
ょ
う
ご
震
災
記
念
21
世
紀
研
究
機
構
顧
問　
　
　

野
尻　

武
敏　

あとがき
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